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○開催日時 

平成２８年９月１６日 午前１０時～午後３時 
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○審査事件等 

 審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第１３４号 決算の認定について（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 消 防 総 務 課 

社 会 教 育 課 

( 中 央 公 民 館 ) 

中 央 図 書 館 

少 年 自 然 の 家 

教 育 総 務 課 

学 校 施 設 整 備 室 

学 校 教 育 課 

文 化 課 

総 務 課 

秘 書 室 

文 書 法 制 室 

財 政 課 

財 産 活 用 推 進 課 

税 務 課 

収 納 課 

契 約 検 査 課 

防 災 安 全 課 

原子力安全対策室 

選 挙 管 理 

委 員 会 事 務 局 

会 計 課 

公平委員会事務局 

監 査 事 務 局 

議 事 調 査 課 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（持原秀行）ただいまから総務文教委

員会を開会いたします。 

 本委員会は、お手元に配付の審査日程により審

査を進めることとし、先ほど開会前に協議しまし

たとおり、台風接近に伴い、本日の審査は、審査

時間を延長して審査を進めることで御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）御異議なしと認めます。

よって、そのように審査を進めてまいります。 

 ここで、本日からの審査に当たって、留意事項

を申し上げます。 

 まず、審査は、決算認定議案のみを行い、所管

事務調査は行いませんので、質疑をされる場合は、

決算と関連したものとなるように御留意していた

だきたいと思います。 

 また、各課の審査の冒頭に、部長等から決算の

概要として、主要施策の成果の概要説明を受けた

後、課長等から決算内容の説明を受けることとし

ておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合には、委員

長において随時許可をいたします。 

────────────── 

△議案第１３４号 決算の認定について

（平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（持原秀行）それでは、議案第

１３４号決算の認定について（平成２７年度薩摩

川内市一般会計歳入歳出決算）を議題といたしま

す。 

────────────── 

△消防総務課の審査 

○委員長（持原秀行）まず、消防総務課の審査

に入ります。 

 初めに、決算の概要について局長の説明を求め

ます。 

○消防局長（新盛和久）おはようございます。

私からは、消防局全体の主要施策の成果について、

概要等を御説明申し上げますので、決算附属書の

１４３ページをお開きください。 

 初めに、予算の執行状況でございますが、平成

２７年度の消防局所管の予算現額は、１８億

４６０万８ ,０００円で、決算額は、１７億

９,９１７万３,３７６円で、執行率は９９.６９％

でございます。 

 主要施策のうち、１の常備消防体制の強化につ

きましては、火災予防、消防及び救急救助体制の

充実強化を図るため、消防通信指令センターや車

両資機材の更新整備を行うほか、職員の資質の向

上を図るため、各種研修への派遣や、防災研修セ

ンターの利用促進、防災意識の啓発を図り火災減

少に努めたところであります。 

 重点施策として、ポツ印で４項目、記載をして

ございます。ごらんいただきたいと思います。 

 次に、中ほど右側の小さい表になりますが、火

災・救急・救助発生件数であります。火災は

３６件で前年より１１件の減少。救急は

４,１７３件で、１８０件の増加。救助件数は、

５１件で１３件の減少でございました。 

 なお、火災件数は昭和５６年、川内地区消防組

合発足以来最低の件数であり、救急件数は過去最

高の件数でございました。 

 次の表の、消防職員の派遣研修人数でございま

すが、消防大学校の予防科及び危機管理・国民保

護コースに派遣し、また、消防学校には、初任科

など各専門教育に１８名を派遣いたしました。 

 その他研修では、救急救命士の養成に１名、指

導救命士、予防実務研修等に２５名派遣し、職員

の資質向上を図ったところでございます。 

 ２の非常備消防体制の強化でございますが、消

防団の災害現場等における安全管理体制の強化や

活動環境の改善に向けた各施設・資機材の更新整

備を行うほか、団員の資質向上のための各種研修

への派遣や、地域住民と一体となった防災環境づ

くりを目指しました。 

 主な事業は、ポツ印で５項目記載しております

ので、ごらんいただきたいと思います。 

 また、右側の小さな表ですが、消防団員の派遣

研修につきましては、県消防学校に１８名派遣し、

また、本市独自の研修といたしまして、その他の

研修として、消防団員研修等を実施しております。 

 ３の現年公用・公共施設災害復旧事業でありま

すが、決算額は、８０５万３,００７円でございま

す。 

 昨年、８月２５日の台風１５号で被害を受けた、

消防庁舎１３件、消防団車庫１３件、消防団車両

１件の修繕に係るものでございます。 
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 私からは以上でございますが、この後、消防総

務課長から資料に基づき説明させますのでよろし

くお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○消防総務課長（鶴屋豊文）おはようございま

す。それでは、平成２７年度薩摩川内市各会計歳

入歳出決算書を御準備ください。 

 まずは、歳出について、御説明申し上げます。 

 １６７ページをお開きください。下段になりま

すが、９款１項消防費１目常備消防費は、支出済

額が１２億１,５９６万７,２３３円でございます。 

 右側備考欄になりますが、常備消防一般管理費

の事項は、主に職員１４９人分の給与費等のほか、

消防局全般にわたる事務管理及び庁舎等の維持管

理に要する経費などでございます。 

 また、あけていただきまして、１６９ページ、

右側備考欄の３行目になりますが、川内駅東側駐

車場で発生した交通事故に伴い、賠償金を支払っ

たものでございます。 

 同じく右側備考欄になりますが、常備消防車両

管理費の事項では、常備消防車両５３台の、主に

車検整備２０台及び法定点検６９件の修繕料、特

殊車両３台分の保守点検整備業務委託料でござい

ます。 

 次に、不用額について申し上げます。 

 １６７ページに戻っていただき、３節職員手当

等の１６３万３,７９７円で、災害出動等に伴う時

間外手当等の執行残でございます。 

 それでは、１６９ページをお開きください。

２目非常備消防費は、支出済額は１億７,０５１万

７,３８０円でございます。 

 右側備考欄になりますが、非常備消防一般管理

費では、主に消防団員１,２８１人分の団員報酬、

費用弁償等のほか、１９節負担金補助金及び交付

金で、消防団員の退職報償金掛金負担金などでご

ざいます。 

 備考欄の中ほどの賠償金についてですが、消防

団員が、田崎町で防火水槽周辺の草刈り作業中に

車両に傷をつけたため、賠償金を支払ったもので

ございます。 

 その下の白丸の非常備消防車両管理費の事項で

は、主に消防団関係の車両９６台に係る燃料費及

び車検４７台、法定点検４８件など、修繕料並び

に自動車損害保険料などでございます。 

 続いて、３目常備消防施設費では、支出済額は

３億２,６７３万６,２６８円でございます。 

 右側備考欄の常備消防施設費の事項は、主に消

防通信指令センター整備事業に伴う工事費のほか、

消防庁舎等建設事業、来庁者駐車場繰越明許費を

含む２億８,０２２万３,８００円でございます。 

 消防通信指令センター整備事業は、平成２４年

度から平成２７年度の継続費で事業を実施し、平

成２８年１月１９日から運用を開始しました。 

 また、消防庁舎来賓駐車場については、外構工

事を含めた消防庁舎等建設工事完了が遅れたこと

で、平成２７年度に工事請負費９９９万

８,８００円を繰り越し、平成２７年５月に工事が

完了しております。 

 常備消防車両等購入費の事項では、緊急消防援

助隊設備整備費補助金を活用し、祁答院分署に配

備の災害対応特殊救急自動車の更新整備を行った

ところでございます。そのほか、車両では、指揮

隊車、火災原因調査車について更新整備をしたも

のです。 

 また、指令車については、株式会社コーアガス

グループ様より寄贈を受けております。 

 続いて、４目非常備消防施設費では、支出済額

は７,７８９万９,４８８円でございます。 

 右側備考欄になりますが、主に高城東分団陽成

部車庫詰所の新築整備の委託料、工事請負費でご

ざいます。平成２８年３月に完成し、使用を開始

しております。 

 続きまして、１７１ページをお開きください。

非常備消防車両等購入費の事項では、石油貯蔵施

設立地対策等交付金、特定離島ふるさとおこし推

進事業補助金を活用し、消防団車両の小型動力ポ

ンプ普通積載車３台、小型動力ポンプ１５台を更

新整備したところでございます。 

 また、総務省消防庁から、救助資機材搭載型消

防ポンプ自動車の無償貸与を受け、高城西分団西

方部へ配備しております。 

 また、川内第一ライオンズクラブより、女性分

団車両の寄贈を受けております。 

 次に、２０１ページをお開きください。１１款

災害復旧費４項その他公用・公共施設災害復旧費

１目現年公用・公共施設災害復旧費の消防局所管

分は、ページをめくっていただき、２０３ページ、

右側備考欄の一番下の欄になります。昨年８月

２５日に発生した台風１５号災害で、川内中央北
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分団中郷部の屋根等の修繕ほか２６件、８０５万

３,００７円でございます。このうち、１１件につ

きましては、全国市有物件災害共済会の保険適用

を受けております。 

 台風災害では、建物等については、５万円以上

が保険適用の対象で、費用の１００分の５０が補

填されております。 

 続きまして、歳入について申し上げますので、

決算書の２５ページをお開きください。１４款使

用料及び手数料１項使用料８目１節消防使用料で

は、消防局所管分は、右側備考欄下段になります

が、行政財産使用料で、調定額、収入済額は５万

５,９７０円でございます。 

 内訳としましては、各消防施設敷地内にありま

す九電柱及びＮＴＴ柱による使用料でございます。

平成２６年度と比較して４万１,５３０円の減でご

ざいます。これにつきましては、平成２７年度か

ら自動販売機設置分が、行政財産使用料から貸地

料に変更したことにより減額しております。 

 続きまして、２９ページをお開きください。

２項手数料８目１節消防手数料でございますが、

右側備考欄の下段になりますが、屋外タンク貯蔵

所などの危険物施設関係の設置及び変更許可申請

等に伴う手数料、及び救急搬送等の事実証明に関

する手数料で、調定額及び収入済額は２９１万

２,９５０円でございます。平成２６年度と比較し

て、危険物手数料に関するものが３０件の減によ

り、４６万４,８６０円の減となっております。 

 続きまして、３５ページをお開きください。

１５款国庫支出金２項国庫補助金７目１節消防費

補助金は、調定額及び収入済額は、１,２７４万

６,０００円でございます。これは、右側備考欄の

下のほうになりますが、緊急消防援助隊設備整備

費補助金で、内訳は、祁答院分署災害対応特殊救

急自動車購入による総務省消防庁の補助金でござ

います。補助率は、補助基準額の２分の１の額で

ございます。 

 続きまして、４５ページをお開きください。

１６款県支出金２項県補助金７目１節消防費補助

金は、右側備考欄の下のほうになりますが、特定

離島ふるさとおこし推進事業補助金、及び石油貯

蔵施設立地対策等交付金で、調定額及び収入済額

は、合計１,９５２万円でございます。 

 内容としまして、特定離島ふるさとおこし推進

事業では、甑地域に配備しております小型動力ポ

ンプ７台を購入したものでございます。補助額は

９６７万６,０００円でございます。補助率は、事

業費の１０分の８でございます。 

 続いて、石油貯蔵施設立地対策等交付金事業で、

小型動力ポンプ付普通積載車３台、小型動力ポン

プ８台を購入したもので、交付金は９８４万

４,０００円でございます。 

 続きまして、４９ページをお開きください。

３項県委託金８目１節消防費委託金は、右側備考

欄の下段になりますが、権限移譲事務委託金で、

花火煙火打ち上げに伴う煙火消費許可申請の火薬

類取締法に関する事務に対する委託金で、平成

２５年度中の煙火消費許可申請１５件に係る事務

委託金で、調定額及び収入済額は１６万

７,０００円でございます。前年と比べまして１万

７,０００円ほど増額となっております。 

 続きまして、５１ページをお開きください。

１７款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収

入１節土地建物貸付収入で、右側備考欄の下から

１０行目になりますが、消防局所管分は、貸地料

として、自動販売機設置５カ所分の１６６万

８,２９８円でございます。 

 次は、５５ページをお開きください。２項財産

売払収入２目１節物品売払収入で、右側備考欄の

中段になりますが、消防局所管分は、車両廃車に

伴う常備及び消防団車両合計９台の売払収入で、

７８万２,０００円でございます。 

 続きまして、６１ページをお開きください。

６１ページから、２１款諸収入５項４目１節雑入

で、消防局所管分は７１ページでございます。 

 ７１ページの右側中段部分になります。自動車

損害賠償責任保険解約返戻金から、消防施設移転

補償金までの８項目で、調定額及び収入済額は

７５７万９,４００円でございます。 

 主なものは、甑地域の待機宿舎７世帯分の実費

徴収金、台風１５号災害に伴う７施設分の建物共

催災害共済金、入来町防火水槽移転に伴う消防施

設移転補償金でございます。 

 次に、財産に関する調書になります。 

 ３６７ページをお開きください。１、公有財産

（１）土地及び建物の行政財産区分の上から３行

目、消防施設でございますが、土地について申し

上げます。 

 増の部は、主に川内中央南分団向田部車庫詰所

ほか１件の所管がえ、防火水槽２基の所管がえに
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伴う増でございます。また減の部は、主に旧消防

庁舎敷地の所管がえに伴う減でございます。 

 続いて、建物の増でございますが、非木造で高

城東分団陽成部車庫詰所新築、川内中央南分団向

田部車庫詰所所管がえのほか、無線基地局３カ所

分の増でございます。また建物の減でございます

が、旧消防庁舎建物寺山無線基地局の所管がえに

伴う減でございます。 

 続いて、３７２ページをお開きください。２の

重要物品現在高調について、御説明申し上げます。 

 左側表の区分、上から４行目の防災緊急用具類

１５増は、消防局所管分で小型動力ポンプ１５台

でございます。続いて７行目、車両類２２増のう

ち消防局所管分は、新規購入車両６台、寄贈車両

３台の合計９台でございます。また２７減のうち

消防局所管分は、車両９台で全て売却したもので

ございます。 

 さらに下から２行目、通信用機器類２増のうち

消防局所管分は、１機器で、各無線基地局間を無

線でなく、既存の市のネットワークを延長し、光

ネットワークでつなぐため、光ファイバー芯線の

購入を行ったものでございます。 

 また、右側区分の５行目、衛生医療機器類９増

のうち消防局所管分は、１機器で、祁答院分署の

災害対応特殊救急自動車に積載した高度救命処置

用資機材一式でございます。 

 重要物品の増減は、以上でございます。 

 以上で、決算書の説明を終わらせていただきま

す。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑を

願います。 

○委員（井上勝博）済いません。職員１４９人、

団員１,２８１人、この間の職員と団員の推移、去

年とおととしぐらいの比較がわかれば、教えてい

ただきたいということと。 

 それから、１６ページの、これは９台の車両の

売り払いなんですか。７８万２,０００円と、随分

安いものだなというふうに思うんですが、これは、

ずっとこういう安さなんでしょうか。その辺がち

ょっとお聞きしたいところです。 

 それから、収入関係で、原発交付金関係で財源

を充当しているものが、主なものがあれば教えて

ください。 

○消防総務課長（鶴屋豊文）職員の推移ですが、

平成２６年度は１４８名で、２７年度は１４９名

ということで、１名増になっております。 

 １４９名につきましては、職員と再任用が１名

入っているということになります。 

 以上です。 

○次長兼警防課長（福山忠雄）済いません。消

防団員数の推移について、御説明いたします。 

 先ほど１,２８１人というのは、２７年度末の人

員でございました。２７年度では、７１人の方が

入団され、７５人の方が退団されております。 

 ２６年度につきましては、年度末で１,２８８人

で、２６年度では７５人の方が入団され、６０人

の方が退団されている状況でございます。 

○消防総務課長（鶴屋豊文）先ほど、電源立地

地域対策交付金でということの充当ということで

すが、職員の給料費に充てております。消防局所

管 分 に つ き ま し て は 、 ６ 億 ２ , ９ ４ ７ 万

８,０００円を充当しているところでございます。 

 それから、売り払いの件ですが、これについて

は、車をそのまま廃車にして売るわけにいかなく

て、もう廃棄ということでやっていることで、も

う安くなっています。 

 特に２７年度で処分した中で、一番大きいのが

タンク車で４０万５,０００円でした。そのほか普

通積載車等については、約１万１,０００円で売っ

ております。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）原発交付金関係で６億とい

うのを、ちょっと数字をもう一回ゆっくりと教え

ていただきたいのと。それから廃棄処分といいま

すけど、一般的に消防車両の場合は、非常にそん

なにたくさん長距離を走るということもなく、何

というか、結構早く処分されるというふうに印象

で思っているわけですが、ですから廃棄処分では

なくて、例えば中古車で購入していただくところ

を見つけるとか、そういって少しでも財源になる

ようにということはできないものか、この二つを

お願いします。 

○消防局長（新盛和久）私のほうからは、車両

売払の件についてお答えをいたします。 

 この消防車両等につきましては、例えばこれを

そのまま民間の方々に売るというふうになります

と、サイレンとか、あるいは赤色回点灯がついた

ままになっておりまして、全国でもそういったふ
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ぐあいが生じたようでありまして、平成１６年

８月２４日付で、消防消第１６９号で、消防車両

等の適切な処分についてということで、これにつ

きましては、解体等を目的とした末梢登録の手続

を行うということでございまして、先ほど課長が

申しましたように、廃棄が前提になっているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○消防総務課長（鶴屋豊文）先ほどの電源立地

地域対策交付金の金額ですが、ちょっとわかりに

くかったということでしたが、消防局所管分は、

６億２,９４７万８,０００円でございます。 

 以上です。 

○委員長（持原秀行）よろしいですか。ほかに

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で、消防総務課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△社会教育課の審査 

○委員長（持原秀行）次に、社会教育課の審査

に入ります。 

 まず初めに、決算の概要について部長の説明を

求めます。 

○教育部長（中川 清）それでは、社会教育課、

公民館の決算概要等を説明をいたします。 

 決算概要等を決算附属書の１５２ページから説

明いたします。 

 社会教育課の決算額は１億７ ,２８３万

６,５８１円で、主要施策の成果１の社会教育の充

実におきましては、社会教育委員の会、社会教育

功労者の表彰等、社会教育の推進に努め、２の各

種教育活動の充実におきましては、成人教育事業

費としてＰＴＡ等の社会教育団体に対し、補助金

を支出し、また、指導者の研修会を開催したほか、

家庭教育事業費として、家庭教育学級を開設し、

講演会や研修会を開催、親自身の学ぶ機会の充実

に努め、その他子育てサポーターの養成や子育て

サロンを開設したところでございます。 

 １５３ページをお願いします。３の青少年の健

全育成におきましては、青少年育成事業費として、

青少年フレッシュ体験事業を実施し、北海道ニセ

コ町の交流団を受け入れ交流を行ったほか、青少

年育成市民会議では、時代を担う青少年の健全育

成に努め、また、さつませんだい学校応援団の研

修会を行いました。 

 また、成人式の開催や少年愛護センターでの青

少年の電話相談、街頭補導などを行ったところで

あります。 

 続きまして、決算附属書の１５６ページをお願

いします。中央公民館の決算概要の１５６ページ

から説明いたします。 

 公 民 館 の 決 算 額 は 、 １ 億 ６ , ９ １ １ 万

３,７５５円で、主要施策の成果１、中央公民館の

管理並びに２の地域公民館の管理では、中央公民

館、各地域公民館の適正な施設管理に努め、表の

各公民館での主催講座状況のとおり学習機会を提

供し、まなびねっとセンターでは、パソコン操作

に関するさまざまな相談や学習に応じました。 

 また、中央公民館・中央図書館空調設備改修工

事、祁答院公民館キュービクル取替工事、上甑コ

ミュニティセンター屋上防水工事等の実施をし、

下甑公民館の解体工事と台風１５号の災害復旧工

事で、里公民館ホールの屋根の修繕等を実施して

おります。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○社会教育課長（徳留真理子）おはようござい

ます。社会教育課でございます。よろしくお願い

します。 

 それでは、一般会計歳出について、御説明いた

します。 

 決算書の１８５ページをお開きください。

１０款５項１目社会教育総務費の支出済額は、

１億７,２８３万６,５８１円です。 

 備考欄をごらんください。支出の主なものは、

社会教育管理費では、社会教育指導員等１２人、

社会教育委員２０人の報酬、及び職員１７人分の

給与費等でございます。 

 社会教育振興費では、ＰＴＡ連合会運営補助金

等でございます。 

 青少年対策費では、青少年教育指導員４人、及

び少年愛護委員９３人の報酬、放課後子供教室事

業業務委託料等でございます。 

 次に、１９１ページでございます。１０款５項
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３目公民館費の支出済額は、１億６,６０２万

８,８０６円です。 

 備考欄をごらんください。支出の主なものは、

中央公民館費では、職員３人分の給与費、中央公

民館・中央図書館清掃業務委託料、中央公民館・

中央図書館空調設備改修工事等でございます。 

 繰越明許費２８４万円は、中央公民館経年埋設

ガス管改修工事費でございます。 

 地域公民館費では、行政事務嘱託員等６人の報

酬、樋脇・東郷公民館管理清掃業務委託ほか

３５件の委託料、上甑コミュニティセンター屋上

防水等工事が主なものでございます。 

 地域公民館施設設備整備費は、下甑公民館解体

工事費でございます。 

 繰越明許費１,７００万円につきましては、下甑

公民館解体工事に要する経費を関係機関との調整

に不測の期間を要したことにより、年度内の完成

が見込めないため繰り越したものでございます。 

 次に、２０５ページでございます。１１款４項

１目現年公用・公共施設災害復旧費の社会教育課

分支出済額は、３０８万４,９４９円です。 

 備考欄をごらんください。社会教育課分は、里

公民館ホール屋根修繕等でございます。 

 続きまして、一般会計の歳入について、主なも

のを御説明いたします。 

 ２３ページをお開きください。備考欄です。

１４款１項７目教育使用料の４節社会教育使用料、

社会教育課分につきましては、中央公民館使用料

及び地域公民館使用料等でございます。 

 次に、４５ページをお開きください。１６款

２項８目教育費補助金４節社会教育費補助金、社

会教育課分、かごしま地域推進事業補助金の

５０万円は、放課後子供教室事業実施に伴う補助

金で、補助率は３分の２です。 

 次に、５１ページをお開きください。１７款

１項１目財産貸付収入１節土地建物貸付収入、社

会教育課分は、備考欄の下から３行目になります

が、自動販売機設置に係る貸地料でございます。 

 次に、７３ページをお開きください。２１款

５項４目雑入につきましては、備考欄の上部にな

りますけれども、市民大学講座受講料等でござい

ます。 

 次に、財産に関する調書について御説明いたし

ます。 

 ３６７ページをお開きください。公有財産の土

地及び建物の社会教育施設の建物の非木造

６３３平方メートルの減は、下甑公民館条例廃止

に伴い、行政財産から普通財産へ分類替えしたこ

とによる減でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑を

願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で、社会教育課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△中央図書館の審査 

○委員長（持原秀行）次に、中央図書館の審査

に入ります。 

 まず、決算の概要について部長の説明を求めま

す。 

○教育部長（中川 清）中央図書館の決算の概

要等につきまして、決算附属書の１５８ページか

ら説明をいたします。 

 中 央 図 書 館 の 決 算 額 は 、 ７ , ４ ４ ０ 万

１,０１４円で、主要施策の成果１の図書館の管理

運営に関することでは、市民生活に役立つ図書館

づくりを目指して、利用者目線に立った図書資料

の整備充実、市民生活の課題に対応した館内展示

に努め、おはなし会事業等の読書推進活動に積極

的に取り組んでおります。 

 このほか、移動図書館車によります巡回サービ

ス、分館との連携、ホームページ、インターネッ

ト等の活用等により、市内全域で図書館サービス

の充実に努めました。 

 １５９ページ、２の視聴覚ライブラリーの管理

運営に関することでは、視聴覚教育の振興のため、

所有する機材、教材の維持管理や貸し出し、おで

かけ図書館の開催等による利用促進やデジタルビ

デオ編集講座ほか、各種講座等を開催をし、視聴

覚教育の知識普及に努めました。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

当局の説明を求めます。 
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○中央図書館長（本野敬三）中央図書館です。

まず、歳出から説明いたします。 

 決算書の１９３ページをお開きください。

１０款５項４目図書館費で、支出済額７,２１１万

９,９２３円であります。 

 備考欄をごらんください。事項、図書館管理費

は、図書館職員の人件費及び図書館の管理運営に

係る経費で、主な支出の内容は、図書館協議会委

員及び嘱託員の報酬、職員給与費、図書の貸し出

し等の運用に係るシステムの維持管理経費、一般

図書・児童図書の購入費などであります。 

 次の５目視聴覚ライブラリー費は、支出済額

２２８万１,０９１円であります。 

 備考欄をごらんください。事項、視聴覚ライブ

ラリー費は、ライブラリーの管理運営に係る経費

で、主な支出の内容は、視聴覚ライブラリー運営

審議会委員及び嘱託員の報酬、視聴覚機材教材の

購入費、県視聴覚教育連盟への負担金等でありま

す。 

 次に、歳出について説明いたします。 

 決算書の５５ページをお開きください。１８款

１項８目教育費寄附金１節教育費寄附金のうち、

中央図書館分は、当該備考欄の一番下、図書館費

寄附金で、２団体、１個人の方から寄附をいただ

いており、いずれも寄附者の御意向に沿った図書

の購入に充てております。 

 次は、７５ページをお開きください。２１款

５項４目雑入１節雑入のうち、中央図書館分は、

当該備考欄の一番上に記載の郷土史等実費収入金、

コピー代実費収入金であります。 

 以上で説明を終わります。審査方よろしくお願

いいたします。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）今、最後に言われたコピー

代はわかるんですが、郷土史等実費収入金という

のは、どういう収入なんですか。 

○中央図書館長（本野敬三）図書館で発行して

おります文芸誌の「文化薩摩川内」、それの売り上

げの収入と、それからもう一冊、「川内の生物」と

いう本がございまして、それの売上代金で売り上

げが上がっております。 

 以上です。 

○委員長（持原秀行）よろしいですか。ほかに

ございませんか。 

○委員（佃 昌樹）よく図書館を利用される方

からのあれなんですが、図書購入の件についてな

んですけど、１,１５４万円ぐらいの図書購入費が

計上されておりますが、何ちゅうのかな、家庭で

買えれんような高価な高額の図書といいますか、

例えば、ピカソの絵とか、モネとか、ミケランジ

ェロとか、いろんなのがあると思うんですけど、

こういうのは、家庭でなかなか買えないですよね。 

 頼るとすれば、もう図書館しかないんですが、

財源として、こういった図書を買うような財源が、

本当に生み出していかにゃいかんのだけれども、

現実として購入可能なんですか。どうなのかな。 

○中央図書館長（本野敬三）主幹が説明いたし

ます。 

○主幹（平山真理）お答えいたします。 

 高額な図書につきましては、毎年、発刊される

わけではございませんけれども、数年ごとに美術

全集であったり、また神社に関する全集であった

りちゅうのが出版されます。それに充てるお金と

しては、毎年、寄附をいただいておりますロータ

リー寄附金を充てたり、または、年間で一部の予

算はそれ用にとっておいて、出版状況を見て購入

をいたしております。 

 いずれも、そういう本については、新聞広告等

でも話題を呼んだりして、問い合わせも多いです

ので、できる限り購入するようには努めておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（持原秀行）よろしいですか。ほかに

よろしいでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で、中央図書館の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△少年自然の家の審査 

○委員長（持原秀行）次に、少年自然の家の審

査に入ります。 

 まず、決算の概要について部長の説明を求めま

す。 

○教育部長（中川 清）少年自然の家の決算概
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要等を決算附属書の１５７ページから説明いたし

ます。 

 少年自然の家の決算額は、１億１,６２２万

３,１１１円で、主要施策の成果１の少年自然の家

の運営及び施設の維持管理におきましては、庁舎

警備、浄化槽管理などの業務委託、施設の改修工

事等を行い、２の少年自然の家事業では、夏・冬

のアドベンチャー事業、てらやまんち森の学校、

ファミリー自然体験隊等の主催事業を実施をし、

また、一般成人の生涯学習を支援する事業として、

てらやまんちほっとサロンの実施や、新たに地域

青少年健全育成指導者の指導力向上を図る地域指

導者養成講座を実施をしました。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

当局の説明を求めます。 

○少年自然の家所長（峯 満彦）少年自然の家

でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、歳出について、御説明申し上げます。決

算書の１９５ページをお願いいたします。 

 １０款５項６目少年の自然の家費について、御

説明いたします。 

 支出済額は、１億１,５２２万３,１１１円でご

ざいます。 

 次に、各事項の内容につきまして、備考欄に従

い、御説明申し上げます。 

 少年自然の家管理費ですが、指導員報酬７名分、

施設管理補助員報酬１名分、宿直警備員報酬２名

分、運営協議会委員報酬１０名の２回分でござい

ます。 

 次に、職員給与費、社会保険料は職員８名分、

労災保険料は嘱託員８名分及び栄養士の分でござ

います。 

 委託料につきましては、少年自然の家庁舎清掃

業務委託ほか１３件でございます。 

 工事請負費につきましては、冒険の森人間ロー

プウェイ修繕工事ほか２件でございます。 

 備品購入は、屋外用掛時計２台ほか２件でござ

います。 

 負担金は、九州地区青少年教育施設協議会会費

ほか１件でございます。 

 管理費は、以上でございます。 

 次に、少年自然の家事業費について御説明申し

上げます。 

 夏のアドベンチャーに係る物資運搬用トラック

借り上げほか５件でございます。 

 続きまして、決算書の２０５ページをお願いい

たします。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧費

のうち、少年自然の家分につきましては、台風

１５号災害冒険の森倒木撤去業務委託等でござい

ます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 決算書２３ページをお願いいたします。１４款

１項７目４節社会教育使用料のうち、少年自然の

家分につきましては、少年自然の家使用料と行政

財産使用料でございます。 

 次に、５１ページをお願いいたします。１７款

１項１目１節土地建物貸付収入のうち、少年自然

の家分につきましては、貸家料でございます。 

 最後に、７３ページをお願いいたします。

２１款５項４目１節雑入のうち、少年自然の家分

につきましては、アドベンチャー等参加実費徴収

金と電気料実費収入金（自動販売機等）、コピー代

実費収入金でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査くだ

さるようお願い申し上げます。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）この間、中学生が一泊の合

宿を少年自然の家でするということで、それなり

の子どもたちが泊まりに行ったと思うんですけれ

ども、食事についてなんですけど、今、栄養士一

人というのがありましたが、食事はどういうふう

にされているのか。 

 給食センターからでなくて、栄養士さんがいる

ということは、そこでつくっていらっしゃるのか

なと。そういったものについては、例えば食事に

ついては、費用というか、お金をもらったりして

財源にしているのかどうかというなんですが、そ

の辺はどうなんでしょうか。 

○少年自然の家所長（峯 満彦）まず、入所団

体の食事を必要とするときですが、うちには一人、

栄養士がおりまして、食堂にレストランに委託業

務をしておりまして、その栄養士が食堂と連携を

とりましてメニューを決めております。そのメニ

ューにつきましては、春、夏、秋、冬という形で、

決めて提供しているところでございます。 

 使用料につきましては、朝食が３９０円、昼食
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が５３０円、夕食が６３０円でございます。また、

野外炊飯については、また別途料金ということに

なります。 

○委員（徳永武次）ちょっと教えてください。

これは、少年自然の家の宿直警備員７７万

２,０００円ですか。外部かどこかの警備会社か何

か入れているんですか。 

○少年自然の家所長（峯 満彦）いえ、外部で

はなくて、自然の家のほうで採用という形になり

ます。 

○委員（徳永武次）宿直は、大体年間、どのぐ

らい日数なんですか。 

○少年自然の家所長（峯 満彦）代理が答えま

す。 

○所長代理（吉永良二）昨年は、年間１１１日

となっております。 

○委員（佃 昌樹）部長に聞きたいんだけど、

清掃業務委託、それぞれの所管課で契約をするの

かな。その場合に契約については取り決めがあり

ますか。 

 施設の清掃業務を、それぞれの所管課が個別に

やるわけでしょう。その際の統一した見解とか、

統一した規則とか、そういったものがあるんです

か。 

○教育部長（中川 清）詳細については、ちょ

っと私も把握をしてございませんが、当然、各施

設の所管がございますので、それぞれの施設の中

での委託契約を行うということになります。例え

ば清掃の回数であったりとか、それは、その施設

の状況によって、個の判断というふうになってこ

ようかと思います。 

 全体的な清掃委託のコントロールというのは、

財活のほうでやっているのではないかと思います

けれども、個々具体の使用について、財活のほう

と協議を行っているということはないと、理解は

しております。 

 以上です。 

○委員長（持原秀行）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で、少年自然の家を終わります。御苦労さ

までございました。 

────────────── 

△教育総務課・学校施設整備室・学校教育

課の審査 

○委員長（持原秀行）次に、教育総務課、学校

施設整備室及び学校教育課の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について部長の説明を求めま

す。 

○教育部長（中川 清）それでは、教育総務課、

学校施設整備室、学校教育課の決算概要等を説明

します。 

 まず、教育総務課の説明を決算附属書の

１４５ページから説明をいたします。 

 教育総務課の決算額は、１７億３,２６５万

９８７円で、主要施策の成果１の教育委員会の開

催等は、定例会と臨時会の１３回です。 

 また、市長が主催する総合教育会議は、２回、

開催されております。 

 ２の施設等の計画的維持管理は、閉校跡地の財

産活用推進委員会への所管変更に係る移行管理や、

教職員住宅１８５戸の管理になります。 

 ３の社会の変化に対応した教育の推進につきま

しては、教育用パソコン等整備事業として、小・

中学校の児童生徒、教師用及び学校図書館設置の

パソコン、合わせて２５３台の更新を行いました。 

 １４６ページをお願いします。４の奨学金制度

では、給付型の特別奨学金と奨学資金貸付基金を

活用した奨学資金の貸し付けを行っております。 

 ５の離島高校生修学支援事業では、離島を離れ

て高校に進学した高校生５９人の保護者の経済的

支援を実施しております。 

 １４７ページをお願いします。６の児童・生徒

の就学援助と遠距離通学費等助成では、就学困難

な児童・生徒に就学援助を、そのほか、遠距離通

学費及び修学旅行補助金の助成を行っております。 

 ７の就園援助体制等の充実におきましては、幼

稚園の統廃合に伴うスクールバスの運行を実施し

ています。 

 次に、学校施設整備費の決算概要等を決算附属

書の１４８ページから説明します。 

 学校施設整備費の決算額は、６億７,２５７万

５,５４３円で、１の学校施設の維持管理では、小

学校３４校、中学校１５校、幼稚園１２園の維持

管理に係る修繕工事を実施をし、２の校舎等の計

画的整備充実におきましては、（１）の小中一貫校

整備事業では、統合地域の小中一貫校の校舎など
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の実施設計及び敷地の造成工事を実施をしました。 

 （２）の屋内運動場建設事業では、育英小学校

屋内運動場の新増改築工事を実施をしました。 

 （３）から（６）までの小・中学校の諸施設・

耐震改修事業では、記載の老朽化した校舎及び屋

内運動場等の耐震補強や環境整備を行ったところ

です。 

 次に、学校教育課の決算概要を決算附属書の

１４９ページから説明をします。 

 学校教育課の決算額は、５億９１２万

８,２７７円で、主要施策の成果１の豊かな人間性

を育む学習環境と義務教育の充実におきましては、

教職員の資質向上を目指して、教職員を先進地に

派遣するとともに、小中一貫教育推進事業は、市

内全１４の中学校区で取り組んでおります。 

 外国語指導助手の７名を市内小・中学校に派遣

し、語学指導及び英語授業の改善・活性化を図り

ました。 

 英語力向上プラン事業として、市内中学生の英

語技能検定試験の検定料を負担するとともに、英

語サマーキャンプ等を実施をし、薩摩川内元気塾

事業では、講演会等を開催しました。 

 １５０ページ、２の教育相談体制の充実におき

ましては、児童・生徒の心の悩み等や、不登校対

策に対する教育相談の充実と機能強化を図るため、

高度な専門的知識と経験を有する相談員等を配置

しました。 

 １５１ページ、３の幼児教育の充実では、認可

保育所のない甑島地域の３公立幼稚園で、預かり

保育を実施しております。 

 ４の児童・生徒の健康管理及び体育的活動の充

実におきましては、健康管理体制の充実と各種大

会等を通じた児童・生徒の体力向上を行ったほか、

日本スポーツ振興センター共済給付金の給付を行

ったところでございます。 

 ５の学校給食の管理及び充実においては、（１）

学校給食の充実では、栄養豊かな安全・安心なお

いしい学校給食を、市内の幼稚園、小学校、中学

校の園児・児童生徒等約９,５００人に提供をし、

（２）施設設備の整備では、備品関係として配送

コンテナ等を整備をしました。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

当局の説明を求めます。 

○教育総務課長（鮫島芳文）それでは、教育総

務課の歳出について御説明申し上げます。 

 決算書の１７３ページをお開きください。

１０款１項１目教育委員会費の決算額は、

２８７万７,９７６円でございます。 

 備考欄の事項、教育委員会費は、教育委員４名

の報酬と教育委員の研修会等出席に伴う旅費等が

主なものでございます。 

 次に、２目事務局費の決算額は、４億

７,２４５万２,６９０円でございます。 

 事項、事務局管理費の主な支出は、学校司書補

業務嘱託員延べ２５名の報酬や、職員の産休・育

休等による代替行政事務嘱託員及び学校用務員嘱

託員報酬各１名のほか、次のページの備考欄にな

りますけれども、教育委員会事務局職員４８名の

人件費及び事務局の管理運営に係る経費、川内地

域学校のごみ収集等業務委託ほか１３件、それと

吉川小学校給水ポンプ取りつけ工事ほか２件、全

国都市教育長協議会年間会費等でございます。 

 次に、１７５ページをお開きください。事項、

奨学育英事業費の主な支出は、特別奨学資金支給

対象者１６名の奨学資金の支給、それから特別奨

学金の利子分の基金への積み立て、それと、鹿島

村奨学資金条例に基づく奨学資金返還免除者１名

分の奨学資金貸付基金への繰出金が主なものでご

ざいます。 

 ３目教育振興費の教育総務課分の決算額につき

ましては、３億５,４２３万６,４０４円のうち、

教育総務課分につきましては、４ ,６５６万

９１０円でございます。 

 事項、教育研修費の小学校教師用指導書と同教

科書の購入は、四年に一度の教科書改訂に伴い、

新たに指導書と教科書を購入したものでございま

す。 

 次に、備考欄の事項、教育育成費は、離島高校

生修学支援費で、甑島に離れて進学する生徒の居

住費の一部分について、保護者の経済的支援をす

るもので、５９名に支援をいたしております。 

 次に、１７７ページの中段あたりを見ていただ

ければと思います。 

 中段のところに、備考欄の事項、漁村留学制度

事業費は、鹿島のウミネコ留学制度に伴うもので、

ウミネコ留学制度業務委託等が主なものでござい

ます。 

 今度は、下段になりますが、４目教職員住宅管

理費の決算額は、２,９８６万７２４円でございま
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す。 

 備考欄の事項、教職員住宅管理費の主な支出に

つきましては、教職員住宅１８５戸の管理及び維

持補修に係る経費で、教職員住宅管理業務委託が

主なものでございます。 

 次に、１７９ページをごらんください。２項

１目小学校管理費の教育総務課分の決算額は、

４億１,８９７万１,５４４円のうち、４億３２万

９,５４８円でございます。 

 備考欄の事項、小学校管理費の主な支出につき

ましては、小学校３４校の管理運営及び維持補修

に係る経費で、学校用務嘱託員９名及び学校主事

２５名の人件費、それと学校施設の光熱水費、施

設修繕、維持管理業務委託や補修用原材料費、そ

れから備品購入費、それと県学校図書館協議会負

担金等が主なものでございます。 

 続いて、２目小学校教育振興費の決算額は、

１億３,１２５万９,５２１円でございます。 

 備考欄の事項、小学校教材備品整備費は、小学

校の教材備品の購入を、事項、小学校理振法備品

整備費は、理科教育振興法に基づきます理科・算

数備品の購入を、それと事項、小学校扶助費は、

スクールバス等運転業務嘱託員７名の報酬、次

ページの備考欄になりますけれども、６９８名の

児童への就学援助費、そのほか特別支援教育就学

奨励費、それと遠距離児童通学費が主なものでご

ざいます。 

 その下の事項、小学校近代教育設備費は、校内

のパソコンのセキュリティーレベルを上げるため

のウインドウズアップデート業務委託や、教育用

パソコンのメールアカウント設定業務委託のほか、

備品購入費につきましては、小学校２校（可愛小、

永利小）のほうへ教育用タブレットパソコンの購

入、それと、及び学校図書室への図書館システム

のパソコンの購入が主なシステムとなっておりま

す。 

 次の中段になりますが、３項１目中学校管理費

の教育総務課分の決算額は、２億１,５５６万

１,９５７円のうち、２億５４６万１,７９６円で

ございます。 

 備考欄を見ていただきたいと思いますが、事項、

中学校管理費の主な支出につきましては、休校中

の鹿島中を含めた中学校１５校の管理運営及び維

持補修に要する経費でございまして、学校用務嘱

託員４名、それから学校主事１０名の人件費、学

校施設の光熱水費、施設修繕、それから維持補修

管理業務委託や備品購入、それと県学校図書館協

議会負担金等でございます。 

 次に、１３８ページをごらんください。２目中

学校教育振興費の決算額は、１億１,６６７万

４,３１１円であります。 

 備考欄を見ていただけばと思いますが、事項、

中学校教材備品整備費は、中学校の教材整備を、

事項、中学校理振法備品整備費は、理科教育振興

法に基づきます理科・数学備品の購入を、事項、

中学校扶助費は、スクールバス業務運転嘱託員

５名の報酬、それから甑島の里中、上甑中、海陽

中の生徒の修学旅行の費用を助成する修学旅行補

助金、それと４１８名の生徒への就学援助費、そ

れと遠距離生徒通学費等が主なものでございます。 

 事項、中学校近代教育設備費は、小学校と同様、

校内のパソコンのセキュリティーレベルを上げる

ためのウインドウズアップデートの委託、それか

ら校内パソコンのメールアカウント設定等のほか、

中学校３校（北中、中央中、平成中）への教育用

タブレットパソコンの購入、それと学校図書館室

への図書館システムへのパソコン購入が主なもの

となっております。 

 次に、同ページから１８５ページについて、ご

らんいただければと思います。４項１目幼稚園管

理費の教育総務課分の決算額は、２億７,０４６万

５,３１５円のうち、２億６,７０４万４,６９３円

が教育総務課分でございます。 

 備考欄で申しますと、事項、幼稚園管理費は、

幼稚園１２園の管理運営及び維持補修に係る経費

で、幼稚園教諭、養護教諭、及びスクールバス運

転業務嘱託員１２名の報酬、それと幼稚園教諭

２８名、職員分の人件費、それと光熱水費、施設

整備費、それと幼稚園の消防設備保守業務点検ほ

か１０件の委託料、それと、ペイントアートの備

品購入費が主なものとなっております。 

 次に、２目幼稚園教育振興費の教育総務課分の

決算額は、１,３１４万４,１１２円のうち、

１,００３万６,１１２円でございます。 

 事項で申しますと、幼稚園扶助費のところで、

東郷・入来・樋脇幼稚園のスクールバス添乗業務

に係る賃金、それと東郷幼稚園のスクールバス運

行業務委託ほか２件が主なものとなっております。 

 続きまして、１９５ページをお開きください。

６項１目保健体育総務費の教育総務課分の決算額
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につきましては、６,１５５万６,２３７円のうち、

３８万７,４００円でございます。 

 事項、体育振興運営費の屋内運動場の開放に伴

います事務取扱謝金等が主なものとなっておりま

す。 

 次に、２０１ページをお開きください。１１款

３項２目現年単独文教施設災害復旧事業費の教育

総務課分の決算額は、５,９８２万７,７４６円の

うち、４,２６２万４,４５３円でございます。 

 備考の事項、現年単独文教施設災害復旧事業費

において、昨年の８月の台風１５号によりまして

被害の遭いました学校施設の修繕、及び学校敷地

の倒木等の撤去等の業務委託が主なものとなって

おります。 

 次に、２０５ページをお開きください。４項

１目現年公用・公共施設災害復旧事業費の教育総

務課分の決算額は、２億２,１９５万２１１円のう

ち、７０８万８４９円でございます。 

 事項で申しますと、事項、現年公用・公共施設

災害復旧事業費の中におきまして、教育総務課分

は、昨年の８月の同じく台風１５号によりまして、

教職員住宅のテラスの修繕、それから住宅敷地内

の倒木等の撤去委託、それとプレハブ倉庫等の建

てかえ復旧工事が主なものとなっております。 

 以上、歳出についての説明を終わりまして、引

き続きまして、歳入についての御説明を申し上げ

ます。 

 決算書の２３ページをお開きください。１４款

１項７目教育使用料の教育総務課分は、１節小学

校使用料、２節中学校使用料、３節幼稚園使用料

とも、小・中学校、幼稚園及び教職員住宅の敷地

内の電柱等の行政財産使用料が主なものとなって

おります。 

 次に、２９ページでございます。２項７目教育

手数料の１節教育手数料の諸証明手数料は、教職

員住宅８件の車庫証明手数料でございます。 

 続きまして、３５ページをお開きください。

１５款２項８目教育費補助金、１節小学校費補助

金の教育総務課分は、理科教育設備費補助金が、

小学校の理科学習設備、それと算数教育設備費補

助金が、小学校の算数器具等の購入のための補助

でございます。 

 また、義務教育扶助費補助金は、要保護児童の

就学援助に対する補助金で、補助率につきまして

は、２０分の１となっております。 

 ２節の中学校費補助金は、理科教育設備費補助

金が、中学校の理科学習設備を、それと数学教育

設備費補助金が、数学器具設備費の購入に対する

もので、義務教育扶助費補助金は、要保護生徒の

就学援助費として、また、へき地教育整備補助金

は、甑島の生徒の修学部分に対する経費のうち、

交通費、それから宿泊に対する補助で、それぞれ

補助率は２分の１となっております。 

 ３７ページの中段の６節になりますけれども、

教育総務費補助金は、離島高校生修学支援事業補

助金でございまして、これは、甑島から高校へ通

学するために、自宅以外に居住している生徒の居

住費に係る経費を支援する補助金で、補助率は

２分の１となっております。 

 次に、４５ページをお開きください。４５ペー

ジの下のあたりになりますが、２項８目教育費補

助金の１節教育総務費補助金の特定離島ふるさと

おこし推進事業補助金は、鹿島地域のウミネコ留

学制度に係る分でございまして、補助率は、

１０分の７となっております。 

 次に、４９ページでございます。１６款３項

７目教育費委託金の１節教育総務費委託金の権限

移譲事務委託金は、県地域改善対策高等学校等奨

学金の返還債務事務に係る権限移譲分の経費でご

ざいます。 

 次に、５１ページをお開きください。５１ペー

ジの下段になりますが、１７款１項１目財産貸付

収入で、１節土地建物貸付収入の教育総務課分で

ございます。ちょうど下から５段目ぐらいになり

ますけれども、土地建物貸付収入につきましては、

教育総務課分は、教職員住宅貸家料の１５３戸分

でございます。 

 次に、５３ページをお開きください。２目利子

及び配当金の１節利子及び配当金は、特別奨学金

と奨学資金貸付基金からの生じた利子収入でござ

います。 

 次に、５５ページになります。１８款１項８目

教育費寄附金の１節教育費寄附金は、小学校費寄

附金と中学校費寄附金でございます。これらは、

子どもたちのために活用してほしいということで、

水引の個人の方から、水引小・中学校に３万円ず

つと、東郷小出身の個人の方から東郷小へ５０万

円、それから一般財団法人寺山維持会から、平佐

西小学校に５万円の寄附をいただいたもので、ほ

とんどについては、図書購入等に充てさせていた
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だいたところでございます。 

 次に、その下段の１９款１項７目の特別奨学基

金繰入金の１節特別奨学基金繰入金は、特別奨学

支給分１９２万円を、基金から一般会計へ繰り入

れたものでございます。 

 次に、７１ページをお開きください。２１款

５項４目の雑入で、１節雑入でございまして、教

育総務課分は、７１ページの備考欄の中段あたり

から、７３ページの上の２段までに、雇用保険料

から水道料実費収入までの１７件になっておりま

す。合計を合わせまして、３５２万７,６３９円を

収入済みでございます。 

 以上が、歳入でございます。 

 続きまして、財産に関する調書について御説明

を申し上げます。 

 ３６７ページをお開きください。１、公有財産

の（１）の土地及び建物で、中ほどの公有財産の

うち、教育総務課分は、小学校、中学校、幼稚園

と教職員住宅でございます。 

 平成２７年度の動きといたしましては、小学校

の土地につきましての増でございますが、川内駅

沿いにあります平佐西小学校の前にあります駐車

スペース、区画整理事業で生み出されました保留

地の残につきまして、平佐西小学校の駐車場とい

う形で移管をしていただいている、この分が増。

それと高来小学校隣接の私有地を学校駐車場敷地

として移管しています、この分が増になっており

ます。 

 また、旧寄田小学校を財産活用推進課のほうに

移管し、樋脇小学校の敷地となっておりました樋

脇学校給食センターを正規の財産区分と整理しま

したので、この分が減となっております。 

 また、これに伴いまして、建物につきましても、

旧湯田小学校については、財産活用推進課へ普通

財産として所管がえをし、過去に閉園となってお

りました市比野幼稚園、大馬越幼稚園、朝陽幼稚

園、副田幼稚園の園舎を現状にあわせまして、小

学校施設として整理いたしましたので、この分が

増というふうになっております。 

 また、教職員住宅につきましては、建築住宅所

管の市営住宅２戸を教職員住宅に移管して、教職

員住宅２戸を建築住宅課へ移管。それと財産活用

推進課のほうに教職員住宅１戸を移管しておりま

す。 

 以上が、土地建物についてでございます。 

 次に、３７３ページをお開きください。

３７３ページの３の債権のうち、教育総務課分は、

五つ目にあります奨学資金貸付基金でございます。

これは、合併前の５市町村及び薩摩川内市の奨学

資金貸付に関する債権で、平成２７年度中に

６３３万８,７００円の返済がございまして、決算

年度末残高２,７０９万４,５００円でございます。 

 次に、３７４ページをお開きください。４の基

金でございますが、特定基金の教育総務課分は、

７段目の特別奨学基金で、平成２７年度に特別奨

学生１６名に１９２万円を支給し、基金への利子

相当分４,０００円を積み立てたため、差し引き

１９１万６,０００円を費消したことになりまして、

決算年度末高は、１,１８２万４,０００円でござ

います。 

 それと、基金運用の教育総務課分は、次ページ

の１７５ページの表の４段目になりますが、奨学

資金貸付基金で、平成２７年度末の年度中の増減

はなく、決算年度末残高は、前年度と同額の１億

９,６７５万４,０００円となっております。 

 続きまして、基金運用状況について御説明をい

たします。 

 ３７６ページをお開きください。１の基金名称

及び経緯にありますように、奨学資金貸付基金の

平成２７年度末現在高は、１億９ ,６７５万

４,０００円でございます。 

 平成２７年度中に返還免除者１名からの申請に

よりまして、債権が１０８万円減額となり、一般

会計から繰入金を同額補填したために、平成

２７年度末の現在高に増減はございませんでした。 

 ２の平成２７年度における基金の運用状況でご

ざいますが、決算年度中における運用状況は、高

等専門学校生１名、それと高校生２名で、合計、

合わせまして、４５万７,４００円を貸し付けてお

り、３７７ページ（４）の月別運用状況にあるよ

うに、返済調定額７９８万６,０００円に対する未

返還金額につきましては、１７８万５００円でご

ざいます。 

 （４）の月別運用状況にありますとおり、平成

２７年度の調定分の当年度末返済額は、１７８万

５００円と、過年度の未返済額３６９万

２,４００円を合わせまして、平成２７年度におけ

る返還期日到来日の未返還総額は、５４７万

２,９００円でございます。 

 以上で、教育総務課に係ります決算の説明を終
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わります。よろしく御審査賜りますようお願い申

し上げます。 

○学校施設整備室長（上口憲一）学校施設整備

室の決算について、御説明申し上げます。 

 まず、歳出について決算書の１７５ページをお

願いいたします。 

 １０款１項３目教育振興費の学校施設整備室分

の決算額は、３億５,４２３万６,４０４円のうち、

１億８,６４６万９,８２０円であります。 

 翌年度繰越額の２億２,３５７万２,０００円は、

東郷小中一貫校設計及び調整池並びに外周道路等

の整備事業費を平成２８年度に繰り越したもので

あります。 

 主な歳出は、１７８ページの中段より下、事項、

小中一貫校整備事業費で、東郷小中一貫校校舎棟

設計業務及び調整池整備工事等の前払い金などが

主なものでございます。 

 次に、１７９ページの２項１目小学校管理費の

学校施設整備室分の決算額は、４億１,８９７万

１,５４４円のうち、１,８６４万１,９９６円であ

ります。 

 主な歳出は、平佐西小学校屋内運動場床改修工

事ほか６１件の維持補修工事を実施したものであ

ります。 

 次に、１８１ページの３目小学校建設費の決算

額は、３億１,７７２万２,２６９円であります。

翌年度繰越額の１億４,２３７万７,０００円は、

育英小学校屋内運動場新増改築事業費を平成

２８年度へ繰り越したものであります。 

 主な歳出として、事項、屋内運動場建設事業費

は、育英小学校屋内運動場新増改築工事ほか３件

の前払い金を、事項、小学校諸施設整備事業費は、

隈之城小学校屋内運動場屋根改修工事設計業務委

託ほか５件を、また水引小学校教室かばん棚改修

工事ほか３４件を、事項、小学校耐震改修事業費

は、副田小学校屋内運動場耐震改修工事ほか９件

を実施したものです。 

 同じく１８１ページの３項１目中学校管理費の

学校施設整備室分の決算額は、２億１,５５６万

１,９５７円のうち、１,０１０万１６１円であり

ます。 

 主な歳出は、１８４ページの上段の入来中学校

タイル落下対策工事ほか３３件の維持補修工事を

実施したものであります。 

 次に、１８３ページの３目中学校建設費の決算

額は、１億１,９０１万７,３８２円であります。 

 主な歳出として、事項、中学校諸施設整備事業

費は、海陽中学校渡り廊下取りかえ工事ほか

２１件を、事項、中学校耐震改修事業費は、海陽

中学校屋内運動場非構造部材等耐震対策の設計業

務委託ほか１件及び対策工事ほか６件を実施した

ものであります。 

 同じく、１８３ページの４項１目幼稚園管理費

の学校施設整備室分の決算額は、２億７,０４６万

５,３１５円のうち、３４０万２,６２２円であり

ます。 

 主な歳出は、１８６ページの中段の亀山幼稚園

テラス屋根設置工事ほか１４件を実施したもので

あります。 

 次に、２０１ページの１１款３項２目現年単独

文教施設災害復旧費の学校施設整備室分の決算額

は、５,９８２万７,７４６円のうち、１,７２０万

３,２９３円であります。 

 主な歳出は、樋脇小学校台風１５号災害復旧

プール更衣室工事ほか２５件を実施したものでご

ざいます。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 次に、歳入について、決算書の３１ページをお

願いいたします。 

 １５款１項３目教育費負担金１節小学校負担金

の収入未済額５,８１５万円につきましては、育英

小学校屋内運動場新増改築事業の国庫負担金を翌

年度へ繰り越したものであり、補助率は１０分の

５.５でございます。 

 次に、３５ページの２項８目教育費補助金１節

小学校費補助金の学校施設整備室分の収入済み額

は、４,１５４万７,０００円のうち、小学校の学

校施設環境改善交付金３,８４１万３,０００円で

あり、副田小学校屋内運動場耐震改修事業ほか

５事業の交付金額でございます。 

 また、２節中学校費補助金の学校施設整備室分

の収入済み額は、２,９１１万６,０００円のうち、

中学校の学校施設環境改善交付金２,６７０万

２,０００円であり、海陽中学校屋内運動場非構造

部材等耐震対策事業ほか４事業の交付金でござい

ます。補助率は、いずれも２分の１から３分の

１でございます。 

 以上で学校施設整備室にかかわる決算の説明を

終わります。よろしく御審査賜りますようお願い

申し上げます。 
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○学校教育課長（熊野賢一）それでは、学校教

育課に係る平成２７年度の決算について御説明い

たします。 

 歳出について御説明いたしますので、

１７５ページをお開きください。 

 １０款１項３目教育振興費の支出済み額は、

３億５,４２３万６,４０４円のうち、学校教育課

分は１億２,１２０万５,６７０円で、備考欄に示

してあります事項の主なものについて御説明いた

します。 

 事項、教育指導費の主なものは、児童生徒知能

検査学力検査業務委託及びコンピューター教育指

導業務委託でございます。 

 事項、教育研修費の学校教育課分は、市立学校

教職員研修補助金でございます。 

 事項、教育育成費の学校教育課分は、

１７７ページをお開きください。英語技能検定試

験検定料、特別支援教育支援員謝金、甑アイラン

ドウォッチング事業補助金などが主なものでござ

います。 

 事項、教育派遣費の主なものは、外国語指導助

手ＡＬＴ７名の報酬等でございます。 

 事項、教育人事管理費は、教職員の人事異動に

伴う校長面談等に係る職員の旅費が主なものでご

ざいます。 

 事項、教育育成費は、水引小、水引中における

コミュニティスクールに係る委員の報酬と旅費、

東郷中校区のコミュニティスクール設立準備委員

会の委員謝金と旅費が主なものでございます。 

 事項、心の教室相談員配置事業費は、中学校に

配置した相談員５名の謝金が主なものでございま

す。 

 事項、子どものサポート体制整備事業費は、ス

マイルルームにおける指導員３名の謝金が主なも

のでございます。 

 事項、薩摩川内元気塾事業費の主なものは、各

中学校区元気塾推進委員会への業務委託料でござ

います。 

 事項、小中一貫教育推進事業費は、小学校英語

講師謝金、小中一貫教育に伴うバス借り上げ料な

どが主なものでございます。 

 事項、スクールソーシャルワーカー活用事業費

は、ソーシャルワーカー２名の謝金、旅費等が主

なものでございます。 

 １７７ページの下のほうになります。同じく

５目学校保健費は、支出済み額６ ,５３８万

９,３５２円で、備考欄の事項のうち、主なものに

ついて御説明いたします。 

 事項、学校保健体育運営管理費は、学校医薬剤

師等報酬、児童生徒・幼児及び教職員健康診断委

託などが主なものでございます。 

 １７９ページをお開きください。事項、日本ス

ポーツ振興センター共済給付事業費は、幼稚園、

小・中学校の園児・児童生徒分の共済掛金及び災

害共済給付金でございます。 

 事項、各種大会運営費は、小学校綱引き大会時

の児童輸送用バス借り上げ料が主なものでござい

ます。 

 １８５ページをお開きください。同じく４項

２目幼稚園教育振興費の支出済み額１,３１４万

４,１１２円のうち、学校教育課分は３１０万

８,０００円で、甑島地域での預かり保育の保育士

賃金、幼稚園管理システムの電子公印の改修に係

る業務委託が主なものでございます。 

 １９７ページをお開きください。同じく６項

３目給食センター費は、支出済み額 ３億

１,９４２万５,２５５円で、備考欄の事項のうち、

主なものについて御説明いたします。 

 事項、給食センター管理費は、川内学校給食セ

ンター給食調理業務委託など５つの給食センター

の維持運営に係る委託料、同じく給食センターに

係る光熱水費、修繕料などの事業費が主なもので

ございます。 

 １９９ページをお開きください。事項、給食セ

ンター施設設備整備費の主なものは、入来学校給

食センターのガス式丸型フライヤーなどの備品購

入費でございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、決算書の１５ページをお開きください。 

 １３款２項３目教育費負担金の３節日本スポー

ツ振興センター掛金は、幼稚園、小・中学校の幼

児・児童生徒の保護者負担分でございます。 

 ２３ページをお開きください。１４款１項７目

教育使用料の３節幼稚園使用料の幼稚園使用料は、

市立幼稚園１２園の保育料でございます。 

 同じく５節保健体育使用料の行政財産使用料の

学校教育課分は、２５ページをお開きください。

下のほうになります。給食センター２カ所の自販

機、九電柱と太陽光発電の屋根貸しに係る使用料

でございます。 
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 ３５ページをお開きください。１５款２項８目

教育費補助金の１節、小学校費補助金の学校教育

課分を御説明いたします。 

 へき地教育整備補助金は、へき地の小学校の各

種健康診断時の心臓検診委託に係るものが補助対

象で、補助率は３分の１でございます。 

 ３７ページをお開きください。同じく２節中学

校費補助金の学校教育課分は、へき地教育整備補

助金でございます。ただいま御説明いたしました

小学校と同じく、へき地の中学校各種健康診断時

の心臓検診委託に係るものでございます。 

 同じく６節教育総務費補助金の学校教育課分を

御説明いたします。理科教育設備整備費等補助金

については、理科の実験をサポートする支援員の

経費が対象となり、補助率は３分の１、コミュニ

ティスクール導入促進事業費補助金は、東郷中校

区のコミュニティスクールの設立準備に係る経費

の補助で、補助率は３分の１でございます。 

 ４９ページをお開きください。１６款３項７目

教育費委託金３節中学校費委託金は、スクール

ソーシャルワーカー活用事業委託金で、事業費の

３分の１を委託金として歳入しております。 

 ７３ページをお開きください。２１款５項４目

雑入１節雑入で学校教育課分は、備考欄の上から

４行目あたりからの４件でございます。 

 まず、鹿児島県歯科保健文化賞賞金については、

学校フッ化物洗口事業に対して、県歯科医師会か

ら表彰を受けた際の副賞の賞金でございます。 

 預かり保育料は、甑島地域市立幼稚園３園での

預かり保育事業に係るものでございます。 

 電気料実費収入金は、川内学校給食センターの

飲料水自販機電気代の実費収入金でございます。 

 日本スポーツ振興センター給付金は、学校での

けが等に対する災害給付金でございます。 

 続きまして、財産に関する調書について御説明

いたしますので、３６７ページをお開きください。 

 行政財産のうち、土地の給食センターの増は、

小学校に分類されていた樋脇学校給食センター敷

地分を給食センターに分類替えいたしたものでご

ざいます。 

 以上で学校教育課に係る決算の説明を終わりま

す。よろしく御審査賜りますようお願いいたしま

す。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（佃 昌樹）一つだけ教えていただきた

いんですが、中学校までの医療費無料化が薩摩川

内市やっているんだけど、日本スポーツ振興セン

ターの災害給付金、どういう関係になるのかなと

思って。 

 例えば、運動会の練習等で捻挫をしたとかとい

う場合に、給付が発生すると思うんです。だけど、

これ医療費はどうなっていくのかなとか、その辺

の関係はどうなんですか。 

○学校教育課長（熊野賢一）子どもたちの、学

校でのけが、事故等につきましては、スポーツ振

興センターのほうの適用をしているところです。 

 その理由としましては、病院にかかった場合の

交通費、それから障害が残った場合、中学校卒業

してから後も支給対象となるということで、学校

の教育課程内での事故等については、スポーツ振

興センターで対応するということにしております。 

 以上です。 

○教育部長（中川 清）今、市民福祉部のほう

でやっております医療費の無料化について、これ

は他法優先が原則でありますので、ですから、例

えば障害児の医療、そのほかの通常の関係が、今、

その中で出ました今の課長の説明、ですから、ほ

かに制度があるものは、それを使った上で、そこ

で救われないものをこの医療費の無料化のほうで

対応するというふうになっております。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）今のスポーツ振興センター

に係る災害給付状況の一覧が、１５１ページの附

属資料の１５１ページに載っているんですが、例

えば一番少ない月が９月、一番多い月が１月とい

うことで、けがをした後、何カ月ぐらいおくれて

給付されるんだと思うんですけれども、例えば

１月の１２３件と大きくなったりするのはなぜか

ということについて、ちょっとその、どのぐらい

おくれて給付されるのかということをお尋ねした

いです。 

 それから、１４５ページの同じ附属書の

１４５ページで、コンピューター購入については、

電源立地地域対策交付金をいつも使っているんで

すが、この交付金というのは、例えばほかに使う

というふうにはできないものなのか。なぜいつも

コンピューターだけなのかなという疑問があるも

んですから、その辺はどうなのかということです。 
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 それから、あと以前、樋脇のＰＴＡの方から聞

いたことがあって、バザーの売り上げ金について

は、黒板消しだとか学校の備品類を買うためにＰ

ＴＡのバザーの売り上げは使うんですと言われて、

一体どういうことなのかなということで、以前も

前に質問したことあったんですけど。そういった

バザーの売り上げで設備を買った場合に、これは

決算資料書の中に入ってくるんですか、それとも、

全く外になるんですか。 

 また、そういう備品類をバザーの売り上げで出

さなきゃいけないというのが、ちょっと腑に落ち

ないところなんで、この３点お尋ねしたいと思い

ます。 

○学校教育課長（熊野賢一）スポーツセンター

の給付につきましては、一応、保護者のほうで書

類を書いてもらって、それを学校に出して、そし

て教育委員会を通して申請という手順になってお

ります。なるべく早く手続はするように、学校に

も依頼をしているところです。まあ、１カ月ぐら

い、早いのでかかるということだと思います。 

 この件数につきましては、発生件数、同じ月に

けがをしまして、次の月にわたった場合は、月ご

と２件というふうに、長くかかった分につきまし

ては２件というふうにカウントされるということ

で御理解いただきたいと思います。 

○教育総務課長（鮫島芳文）コンピューターの

電源立地地域対策交付金の充当についてでござい

ますが、一応、この電源立地地域対策交付金の充

当については、まず電源立地地域対策交付金にす

るかについては、一応企画政策課のほうから事業

の電源立地地域対策交付金の要望が各課にありま

すので、それに基づいて教育総務課として、電源

立地地域対策交付金に充当できないかということ

で、企画政策課の要求をしていると。その中で、

全体の政策論議の中で、コンピューターの財源充

当という形になっているのが現状でございます。 

 あわせまして、バザーの売り上げについてです

けれども、基本的にはバザーの売り上げで備品を

購入されることはございません。実を申しますと、

今回も、ある小学校は創立１４０周年ということ

で、学校の設備を買いたいと、学校にＰＴＡで購

入したいということですので、購入された場合に

は、できれば市のほうへ寄附していただければ、

それ以降の管理については市のほうでしますよと

いう形を申し上げているところです。 

 基本的には、過度に充実するものをどうしても

買いたいということであれば、ＰＴＡで記念品と

して買われることがあります。その部分について

は、ＰＴＡで管理されるものについては、事実上

としてはＰＴＡの管理になるんですけれども、市

のほうに寄附をいただければいろんな設備の部分

にいては、それ以降は市のほうで管理をしていく

という形になります。 

○委員（井上勝博）この件数が、１月がピーク

になるというのは毎年の傾向なのか、それともこ

れは、たまたまそうなのか。体育祭のときにけが

をして、それが給付が１２３件ということでピー

クはここに来るのか、そこら辺が、ちょっと教え

ていただきたいです。 

 それから、バザーの売り上げを備品に使うとい

うことについては、その黒板消しが古くなって買

いかえたいなぁというようなことを、この学校の

ほうから保護者に話があるからこういうことにな

るんだろうなと思うんですが。備品だから、結構、

未払い額というかそういうのが多いわけですので、

その辺の改善ができないものなのか、ちょっとこ

う今の説明じゃよくわかんなかったんで、もう一

回御説明いただけますか。 

○教育総務課長（鮫島芳文）先ほどありました

黒板消し等については、学校消耗品等で購入する

ようになっておりますので、一応、いろんな黒板

消しについては、今も各学校から帳票等は、教育

委員会のほうにも学校の配当予算の中で購入で上

がってきておりますので、そういうものが、実質

上がってくるようであれば、学校にも、そういう

ものは学校の配当予算の中で購入するようにとい

う形で指導をしてまいりたいと思います。 

○学校教育課長（熊野賢一）けがの月ごとの動

向についてですが、これは、毎年１月が多いとい

うわけではありません。２７年度が１月が多かっ

たと、報告があったということでございます。 

○委員（井上勝博）それから、ちょっと給食の

関係で、これ、ちょっと聞いた話で、そんなこと

はあるのかなということなんですが、学校の給食

がおいしくなくて、給食前に保健室に来る子ども

が１０人ぐらいおるという話を聞いて、そんな給

食を食べたくないがために保健室に逃げ込むとう

いうような給食って、一体何だろうなというふう

に思ったりしているんです。 

 これ、もう信じられない話なんですが、聞くと
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ころによると、給食センターが給食をつくるわけ

ですけれども、その給食センターがある材料を購

入する先が、要するに違う業者で、その業者によ

っておいしくあったりおいしくなかったりという

のが起こっているというふうに聞いているんです

が、その辺の実態についてはつかんでいらっしゃ

れば、何か対策はないんだろうかなというふうに

思うんですが、教えていただきたいということで

す。 

○学校教育課長（熊野賢一）給食につきまして

は、栄養教諭が７名配置されておりまして、なる

べく栄養が偏らない、そしておいしい給食をつく

るということで全力を尽くしていると思います。

（後刻訂正発言あり、本ページ参照） 

 今、議員の言われるようなことについて、報告

は受けたことはございませんので、また確認をし

てみたいと思います。 

○委員長（持原秀行）では、よろしいですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありますか。 

○議員（谷津由尚）ありがとうございます。済

いません。ＡＬＴですけれども、３,２００万の総

経費で英語の技能検定の合格率が、今、こういう

状態になっているという一つの指標があって、こ

の１校当たり、小学校、中学校１校当たりを見た

ときに、１カ月で小学校が約２日、中学校が約

５日ということで、逆にお金はかかるんでしょう

けど、これは今の倍にしたら、この合格率にどう

反映されるのかなというのがあって、何かその辺

の傾向というか、もし把握でしたら教えていただ

きたいのが一つ。 

 それと、もう一つが、この英語の技能検定があ

るんですが、より実践に近いＴＯＥＩＣに関して

の受験補助というのはお考えないのか、以上の

２点です。 

○学校教育課長（熊野賢一）済いません、先ほ

ど栄養教諭７名と言いましたが８名でございます。

訂正をしたいと思います。（本ページの発言を訂

正） 

 ＡＬＴのことにつきましてでございますが、今、

議員がおっしゃったように、全小学校、中学校に

それぞれ赴いて、子どもたちの授業をしておりま

す。 

 英検の合格率につきましても、本市の場合は、

県、それから全国に比べても非常に高い率を示し

ていて、非常に大きな成果じゃないかなというふ

うに考えております。 

 ＡＬＴの数をふやしたらということでございま

したでしょうか。 

○議員（谷津由尚）傾向、合格率の傾向と関係

があるのかということです。 

○学校教育課長（熊野賢一）傾向ですね。直接

そのＡＬＴの数ということではございません。ほ

かにもそれぞれゲストティーチャーという一般の

方で英語の堪能な方を、それぞれの学校に派遣し

まして、指導に当たったりしております。 

 それから、英語サマーキャンプとかそういった

事業をしておりますので、そういったものが総合

的に絡んで合格率は向上してきているのではない

かなと思っているところでございます。 

 それから、ＴＯＥＩＣにつきましては、ちょっ

と私も専門外でございますので、担当のグループ

長で答弁させたいと思います。 

○指導グループ長（岩脇勝広）答えます。ＴＯ

ＥＩＣ、ＴＯＥＦＬと言われる一般的な英検以外

の外部の検定試験がございますけれども、中学校

の範囲におきましては、一応、文科省のほうから

も一つの指標として英語検定の受験率、また合格

率を参考にしておりますので、今の段階では、中

学生におきましては日本英語検定協会の英検を推

奨しているという状況でございます。 

 なお、ＴＯＥＩＣ、ＴＯＥＦＬにつきましては、

高校生以上、また大学生を対象として、広く一般

に受けられているという状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（持原秀行）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、教育総務課、学校整備室及び学校教育

課の審査を終わります。御苦労さまでした。 

 ここで休憩します。再開は、おおむね１３時と

いたします。 

          ～～～～～～～～～     

          午後０時   休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後０時５９分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（持原秀行）休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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────────────── 

△文化課の審査 

○委員長（持原秀行）次に、文化課の審査に入

ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○教育部長（中川 清）文化課の決算概要等に

つきまして、附属書１５４ページから説明をいた

します。 

 文 化 課 の 決 算 額 は 、 ３ 億 １ , ３ ３ ９ 万

４,５５５円で、主要施策の成果、１の文化財の調

査保存、整備及び活用では、民間開発による東郷

町鶴ケ岡城跡の埋蔵文化財発掘調査の実施、鹿島

支所では、国民文化祭に合わせて展示施設を拡充

し、国立科学博物館から２体の標本を借用、設置

したほか、天辰寺前古墳公園舗装工事や管理委託

等を実施をし、２の清色城跡の保存・整備では、

散策道等の整備を行い、３の入来麓伝統的建造物

群保存地区の保存・整備においては、保存地区に

係る修理・修景事業を実施し、街なみ環境整備事

業に係る事業計画の見直しを実施しました。４、

その他文化財に関することでは、旧増田家住宅等

の指定管理による効率的な管理運営に努めました。 

 １５５ページをお願いします。５の芸術文化活

動の推進においては、第３０回国民文化祭・かご

しま２０１５において、本市は、記載の５事業を

実施をしたほか、春の芸能祭、トンボロ芸術村・

ふれあい交流事業を実施をしました。 

 ６の文化施設の整備と運営の充実においては、

効率的な管理運営に努めるとともに、各施設の補

修・改修工事や歴史資料館、各郷土館、まごころ

文学館では、資料収集や保存、展示、調査研究を

行ったところであります。 

 施設の利用状況は、下段に記載のとおりです。 

 また、台風１５号による旧増田家住宅の屋根等

の災害復旧に係る修繕等を実施いたしました。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

当局の説明を求めます。 

○文化課長（村岡斎哲）それでは、文化課の決

算状況につきまして、御説明申し上げます。 

 まず初めに、歳出の説明をいたします。決算書

の１８７ページをお開きください。 

 １０款教育費５項社会教育費２目文化振興費に

つきましては、決算額３億７３７万７,８７５円で

あります。 

 備考欄にて説明いたします。初めに、事項、文

化財保護事業費において、主なものは、文化財保

護審議会委員報酬、藤川天神臥龍梅及び久留須梅

保護対策事業委託などの委託料２７件、薩摩街道

本川地区陥没箇所復旧工事などの工事請負費４件、

郷土芸能保存奨励補助金などの補助金３件などで

ございます。なお、繰越事業の鶴ヶ岡城緊急発掘

調査等事業費が含まれています。 

 次に、伝統的建造物群保存整備事業費において、

主なものは、伝統的建造物群保存地区保存審議会

委員報酬、街なみ環境整備事業計画見直し業務委

託などの委託料２件、伝統的建造物群保存地区保

存補助金などの補助金２件などです。 

 次に、清色城跡保存整備事業費において、主な

ものは、清色城跡に係る草刈り、伐採業務委託な

どです。 

 次に、１８７ページから１８９ページの文化振

興事業費において、主なものは、薩摩川内市春の

芸能祭公演業務委託などの委託料４件、第３０回

国民文化祭薩摩川内市実行委員会市負担金、薩摩

川内市民まちづくり公社文化事業推進補助金など

の補助金３件などです。 

 次に、文化ホール管理費において、主なものは、

川内文化ホール、入来文化ホールの指定管理料、

入来文化ホールトイレ洋式化工事などの工事請負

費５件、川内文化ホール使用料の過年度還付金な

どです。 

 次に、文化ホール施設設備整備費において、川

内文化ホール大ホール等空調設備改修工事などの

工事請負費５件です。 

 次に、歴史資料館管理費において、主なものは、

樋脇郷土館等の行政事務嘱託員３人の報酬、川内

歴史資料館・郷土館運営協議会委員報酬、川内歴

史資料館及び下甑郷土館の指定管理料、樋脇郷土

館内燻蒸処理業務委託などの委託料８件、下甑郷

土館空調設備改修工事などの工事請負費２件など

です。 

 次に、１８９ページから１９１ページの川内ま

ごころ文学館管理費において、主なものは、川内

まごころ文学館運営協議会委員報酬、川内まごこ

ろ文学館指定管理料などです。 

 次に、恐竜化石活用事業費において、主なもの

は、プロトケラトプス産状骨格標本製作設置業務

委託などの委託料４件、鹿島支所恐竜化石展示会
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場改修工事などの工事請負費２件、恐竜化石展示

用備品購入費などです。 

 次に、天辰寺前古墳事業費において、天辰寺前

古墳公園整備事業に係る石室模型作成業務委託と

古墳屋根足場設置工事など工事請負費７件で、こ

れらは全て繰越事業でございます。 

 次に、藤川天神の臥龍梅整備事業費においては、

藤川天神の臥龍梅の白蟻防除管理業務委託です。 

 次に、旧増田家住宅等管理事業費において、主

なものは、入来麓旧増田家住宅等指定管理料など

です。 

 最後に、天辰寺前古墳管理費において、主なも

のは、天辰寺前古墳公園開園式典会場設営業務委

託などの委託料２件などでございます。 

 次に、２０５ページをお開きください。１１款

災害復旧費４項その他公用・公共施設災害復旧費

１目現年公用・公共施設災害復旧費の当課分につ

きましては、決算額６０１万６,６８０円でありま

す。 

 これにつきましては、台風１５号災害による清

色城跡周辺倒木等伐採業務委託などの委託料５件、

下甑郷土館武家屋敷復元住居屋根瓦葺替工事など

の工事請負費３件などです。 

 以上が歳出に関する主な内容でございます。 

 次に、歳入について説明申し上げます。 

 決算書の２３ページをお開きください。１４款

使用料及び手数料１項使用料７目教育使用料４節

社会教育使用料のうち、当課分につきましては、

調定額、収入済額とも１,１５８万３,６９１円で

ございます。内訳は、川内歴史資料館・川内まご

ころ文学館の入館料、川内まごころ文学館・川内

文化ホール・入来文化ホールの使用料などでござ

います。 

 次に、３７ページをお開きください。１５款国

庫支出金２項国庫補助金８目教育費補助金４節社

会教育費補助金は、調定額、収入済額とも

１,６９２万９,０００円です。内訳といたしまし

ては、伝統的建造物群保存地区保存修理事業補助

金と天辰寺前古墳公園整備事業の社会資本整備総

合交付金（効果促進事業）で、この交付金のうち、

１,０５６万８,０００円は繰越明許費でございま

す。 

 伝統的建造物群保存地区保存修理事業補助金は、

石垣・母屋屋根修理工事が補助対象経費の６５％、

茅葺門修理工事が補助対象経費の８５％の補助率

でございます。 

 また、社会資本整備総合交付金が、補助対象経

費の５０％の補助率でございます。 

 次に、決算書４５ページをお開きください。

１６款県支出金２項県補助金８目教育費補助金

４節社会教育費補助金のうち、当課分につきまし

ては、調定額、収入済額とも２２１万５,０００円

です。 

 内訳といたしましては、伝統的建造物群保存地

区保存修理事業補助金と特定離島ふるさとおこし

推進事業です。 

 伝統的建造物群保存地区保存修理事業補助金は、

補助対象経費の５.２５％以内の補助率で、特定離

島ふるさとおこし推進事業は、補助対象経費の

７０％の補助率でございます。 

 次に、４９ページをお開きください。１６款県

支出金３項県委託金７目教育費委託金５節社会教

育費委託金は、調定額、収入済額とも７万

９,０００円です。内訳といたしましては、文化財

保護法に関する事務の埋蔵文化財の試掘調査等に

係る権限委譲交付金で、件数割交付金となってお

ります。 

 次に、７３ページをお開きください。２１款諸

収入５項雑入４目雑入１節雑入の当課分につきま

しては、調定額、収入済額とも１ ,５６８万

３,１７１円でございます。内訳といたしましては、

鶴ヶ岡城緊急発掘調査等委託業者負担金、川内文

化ホール光熱料、各郷土誌実費販売収入などでご

ざいます。 

 以上が、当課分の歳入に関する主な内容でござ

います。なお、歳入のいずれにつきましても、不

能欠損及び収入未済はございません。 

 次に、財産に関する調書について御説明申し上

げます。 

 決算書の３７２ページをごらんください。２、

重要物品現在高調べの総計欄から三つ上の標本美

術品類で、当課分の６２件については、年度中の

増減はございません。 

 以上で文化課の決算状況に関する説明を終わり

ます。よろしく御審査賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑を

願います。よろしいですか。 

○委員（佃 昌樹）ないようですから一つだけ。
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実は、平成２７年の９月の３０日に、この総務文

教委員会で、川内文化ホールについては障害者の

利用を考慮してエレベーターの設置をとなってい

たんです。まあ、平成２７年度は空調整備等をや

られたということなんですが、答弁の中に、平成

２８年度川内文化ホールの長寿命化計画を平成

２８年１１月末を目途に策定中であり、策定終了

後、エレベーター設置の場所を含め設計業務に取

りかかってまいりたいと、このように答えていら

っしゃるんです。 

 そこで、予算が伴う問題なんですが、めどはも

う立っているのか、どの程度進んでいるのか、ち

ょっと予算との関係が、ちょっと決算との関係が

少し離れているんだけど聞かせてください。 

○文化課長（村岡斎哲）昨年の総務文教委員会

で答弁したとおり、今年度、長寿命化計画の中で、

エレベーターの設置についても長寿命化計画の中

に入っております。その長寿命化計画が終わり次

第、今年度中に、エレベーターの設置工事の設計

委託を行います。実際工事に取りかかるのは、平

成２９年度の今のところ予定にいたしております。 

 以上でございます。 

○委員（佃 昌樹）めどはついたってことです

ね。 

○文化課長（村岡斎哲）はい。 

○委員長（持原秀行）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で文化課の審査を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△総務課の審査 

○委員長（持原秀行）次に、総務課の審査に入

ります。 

 まず、決算の概要について部長の説明を求めま

す。 

○総務部長（田代健一）総務課の決算状況の概

要を御説明いたします。 

 決算附属書の主要施策の成果の５ページ以降に

なります。 

 まず、人事・給与等に関する事項といたしまし

て、職員の採用・退職を含め、さまざまな行政課

題に対応するため、職員の配置調整・人事異動を

行いました。 

 平成２７年度は、甑はひとつ推進室の設置、市

民スポーツ課の商工観光部への移管、観光スポー

ツ対策監の配置など、重要施策推進に対応した職

員配置を行ったところでございます。 

 職員の資質や公務能率の向上につきましては、

６ページ中ほどの表に記載のとおり、国・県や関

係機関へ職員を派遣するとともに、自治大学校研

修や職務別研修など各種研修を行っております。

昨年度は、再生可能エネルギーの施策に対応する

ため、九州経済産業局へ職員を新たに派遣いたし

ました。 

 次のページ、福利厚生では、職員の健康管理の

ため健康診断や人間ドックを推奨するとともに、

メンタルヘルス・セルフケア研修を開催、メンタ

ル相談のほか、健康診断とあわせてストレスチェ

ックを行うなど、心身両面の健康保持増進に努め

ました。 

 また、職員の仕事と生活の調和を図り、仕事と

子育ての両立ができるよう、次世代育成特定事業

主行動計画の第３次計画を策定いたしました。育

児休暇等を取得しやすい環境づくりや超過勤務の

縮減、年次休暇の計画的な取得など、勤務環境の

整備に取り組んだところでございます。 

 以上が総務課の概要でありますが、決算の概要

につきましては、課長から説明いたします。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

当局の説明を求めます。 

○総務課長（平原一洋）総務課でございます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、決算について御説明させていただき

ます。 

 まず、歳出について説明いたします。 

 決算書の７９ページをお開きください。２款

１項１目一般管理費のうち総務課分の予算現額は

２５億５,３５０万２,０００円、支出済額は

２５億４,２３２万７,２０６円でございます。 

 それでは、備考欄で御説明させていただきます。 

 事項、総務一般管理費では、祁答院支所管内の

出張所業務嘱託員等の５名及び育児休業職員等の

代替嘱託員４名の報酬を初め、特別職３人及び職

員１８３名の給与費及び社会保険料などの人件費、

公務災害補償基金負担金、人事給与システム改修

業務委託ほか７件の委託料、資源エネルギー庁な

どへの派遣職員の住宅の賃借料、人事交流に伴い

ます職員５名分の人件費相当額の負担金が主なも
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のでございます。 

 次に、８１ページをお開きください。上段中ほ

どになりますが、職員厚生事業費でございます。

主な支出といたしましては、産業医としてお願い

しております福山医院の福山先生、精神保健相談

医としてお願いしておりますＫメンタルの岩川先

生などの報酬を初め、職員定期健康診断委託ほか

１７件の委託料、職員厚生会への負担金の支出が

主なものであります。 

 続きまして、９３ページをお開きください。

２款１項１０目恩給及び退職年金費について御説

明させていただきます。予算現額５５万

５,０００円に対しまして、支出済額は５５万

４,２５９円でございます。これは、旧町村職員に

対します旧恩給組合への市町村負担金でございま

す。 

 以上で、歳出についての説明を終わります。 

 続きまして、歳入について御説明させていただ

きます。 

 決算書の６１ページをお開き下さい。２１款

５項４目１節雑入で、総務課分は４,７８３万

３,９２６円でございまして、主なものは、公務災

害補償負担金や職員手当等などの各種経費の返納

金、県及び地方自治情報センター等への職員研修

派遣に伴います派遣協定収入及び東日本大震災被

災市町村派遣協定収入などが主なものでございま

す。収入未済額はございません。 

 以上で、総務課にかかります歳入歳出決算書の

説明を終わらさせていただきます。よろしく御審

査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で総務課の審査を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△秘書室の審査 

○委員長（持原秀行）次に、秘書室の審査に入

ります。 

 まず、決算の概要について部長の説明を求めま

す。 

○総務部長（田代健一）秘書室の概要を説明い

たします。 

 決算附属書の主要施策の成果は、９ページに以

降になります。 

 秘書室は、市長、両副市長の秘書及び渉外業務

を初め、式典・儀式・褒章及び交際に関する事務、

市政に関する国会及び各省庁との総合的な連絡調

整、市長会など加入団体による国・県等への陳

情・要望活動等を主な業務としており、成果につ

きましては、９ページから１１ページまでの調書

にそれぞれ記載しておりますので御参照ください。 

 市長・両副市長の効率的で、的確な行動日程や

各種調整などに努めているところでございます。 

 以上が、秘書室の概要であります。よろしく御

審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

当局の説明を求めます。 

○秘書室長（鬼塚雅之）秘書室でございます。

平成２７年度の決算概要について、御説明させて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、歳出であります。 

 決算書８１ページをお開きください。２款１項

２目秘書広報費のうち、秘書室の決算額は、備考

欄の秘書管理費１,２７８万４,５２０円となって

います。 

 秘書管理費においては、行政事務嘱託員報酬

１人及び報酬に係る社会保険料のほか、市長賞や

叙勲褒章受章記念祝賀会に係る記念品代、市長会

等の会議・各種行事・陳情要望等に係る三役及び

随行者の旅費、会議・慶祝等に係る交際費、市長

車借り上げ料、全国市長会分担金を初めとする加

入団体負担金及び会議等出席負担金が、主な支出

であります。 

 なお、平成２７年度は、県市長会海外視察参加

負担金として、市長・随行者の２名分を支出して

おります。 

 また、備品として賞状盆を１枚購入しておりま

す。 

 次に、歳入でありますが、秘書室には、該当が

ございません。 

 以上で、秘書室に関する決算概要の説明を終わ

ります。よろしく御審査賜わりますようお願いい

たします。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明が終

わりましたが、これより質疑に入ります。御質疑

を願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で秘書室の審査を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△文書法制室の審査 

○委員長（持原秀行）次に、文書法制室の審査

に入ります。 

 まず、決算の概要について部長の説明を求めま

す。 

○総務部長（田代健一）文書法制室の概要を説

明いたします。 

 決算附属書の主要施策の成果の１２ページ以降

になります。 

 文書法制室は、文書の送達、浄書等に関するこ

と、議案、条例等の審査・調整、固定資産評価審

査委員会に関すること及び情報公開・個人情報保

護等に関する事務を担当しております。各処理状

況等につきましては、それぞれの表に記載してい

るとおりでございます。 

 また、このほか、各課における行政問題に関し、

法律的な解釈、考え方等の指導業務のほうも行っ

ております。 

 以上が、文書法制室の概要であります。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

当局の説明を求めます。 

○文書法制室長（堀ノ内孝）文書法制室でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 文書法制室所管に係ります平成２７年度決算に

ついて説明をいたします。 

 まず、歳出からご説明いたします。 

 決算書の８１ページをお開きください。２款

１項２目秘書広報費の支出済額１億４,０８０万

４,２４８円のうち、文書法制室分は８,７４６万

６,０９８円であります。 

 備考欄、下から５行目からをごらんください。

文書行政一般事務費の主な内容になっております。 

 次のページをお開きください。一番上の郵便料

ですが、文書の発送に係るもので、本庁及び支所

からの発送分、並びに本庁・支所間での発送分で

あります。 

 なお、１２節役務費の不用額が４８０万

１,９５１円でございますが、このうち文書行政一

般事務費に係るものが４７０万９,２４４円となっ

ており、郵便料の執行残によるものでございます。 

 電子複写機等賃借料は、コピー機や印刷機等の

ＯＡ機器の賃借料です。 

 続きまして、情報公開事務費でございます。 

 文書整理用のファイル・保存箱は、公文書管理

用の紙ファイルと、ダンボール製の保存箱を購入

したものです。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で２７ページをお開きください。 

 １４款２項１目総務手数料ですが、備考欄一番

上が文書法制室所管分で、情報公開開示請求手数

料で、株式会社等が開示請求する際に納めるべき

１件につき１,０００円の手数料収入でございます。 

 続きまして、６１ページをお開きください。

２１款５項４目雑入の備考欄、上から２０行目、

ちょうど中ほどが文書法制室所管分で、コピー代

の実費収入金でございますが、情報公開分と情報

公開請求によらない通常分でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑を

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で、文書法制室の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△財政課の審査 

○委員長（持原秀行）次に、財政課の審査に入

ります。 

 初めに、決算の概要について部長の説明を求め

ます。 

○総務部長（田代健一）それでは、財政課の概

要を御説明いたします。 

 決算附属書の主要施策の成果の１５ページ以降

になります。 

 財政課は、予算・決算に関する業務のほか、市

債の借り入れ償還、地方交付税等の業務を実施し

ており、その編成状況、市債残高等については、

お示ししてあるとおりでございます。 

 特に、平成２７年度につきましては、普通交付

税における段階的削減の初年度であり、１割の縮

減が講じられております。 

 なお、人口減少特別対策事業費の創設、支所経

費などの算定見直し、公債費の増などもあり、基
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準財政需要額は増加しておりますが、地方消費税

交付金などの基準財政収入額の増があったことか

ら、最終的には、普通交付税は２.８億円の減とな

ったところです。 

 この段階的縮減に対応するため策定した財政運

営プログラムの取り組みにつきましては、平成

２７年度決算時点で、積立金、地方債残高などに

おいて、財政見通しの水準を上回っているものと

判断しております。 

 以上が財政課の概要であります。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

当局の説明を求めます。 

○財政課長（今井功司）それでは、財政課関係

の平成２７年度歳入歳出決算について御説明いた

します。決算書になります。 

 まず、歳出からでございます。決算書の

８３ページをごらんいただきたいと思います。 

 ２款１項３目財政管理費でありますが、全額財

政課執行分であり、執行済み額は５１３万

１３４円となっております。 

 支出の主なものにつきましては、備考欄に記載

しております、決算書・当初予算書の印刷及び統

合内部システム──財務会計処理システムでござ

いますが、そのシステムに係る保守委託でありま

す。 

 次に、同ページの同項５目財産管理費のうち、

財政課執行分の執行済額は１２億３,１４９万

７,０００円で、支出の主なものは、備考欄にもあ

りますとおり、財政調整基金及び減債基金の２基

金に係る積立金であります。 

 なお、平成２７年度におきましては起債借り入

れを行い、平成１８年度から平成２１年度の間に

支出した漁港及び港湾県営事業に係る本市からの

負担金の一部が償還されましたが、同負担金の財

源とした借り入れ起債が現在償還中であることを

考慮し、返還金収入相当額を減債基金に積み立て

処理したところであります。 

 次に、２０５ページでございます。１２款１項

公債費であります。１目元金の支出済み額は

６８億２,６５５万３,７９０円で、２目利子の支

出済額は４億６,３８４万７,６２１円となってお

ります。 

 次に、同ページの１４款でございます。予備費

であります。予備費は、当初予算計上額

５,０００万円に、８月の台風１５号の災害対応に

係る費消分の復元のため、９月補正予算において

３,５００万円を追加したところでありましたが、

充用額の総額は、台風１５号の災害対応に係る

６件で３,５６０万６,０００円となったところで

ございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。決算書

の９ページでございます。２款地方譲与税から

１３ページになります。１３ページの８款自動車

取得税交付金まで、さらに同ページの１０款地方

特例交付金、１１款地方交付税は財政課所管の歳

入で、それぞれ収入済み額に記載しております額

を収納しております。 

 次に、３３ページをお開きください。１５款

２項１目総務費補助金の１８節地域活性化地域住

民生活等緊急支援交付金（消費喚起・生活支援）

は、平成２６年度の国の補正予算で予算化された

補助金であり、平成２７年度に繰越明許した事業

が終了したことにより、その全額を収入したもの

であります。 

 次に、５３ページであります。１７款１項２目

利子及び配当金であります。このうち、財政課分

は備考欄にありますとおり、財政調整基金利子収

入及び減債基金利子収入の２件でありますが、

２件の合計で収入済み額は１,１１７万２６３円と

なっております。 

 次に、同ページの１７款１項３目基金運用収入

でありますが、財政課分は備考欄にありますとお

り財政調整基金及び減債基金における国債等の運

用により生じた益金でございます。２基金の合計

で３,３１９万８,３３７円を収入したものであり

ます。 

 次に、５５ページであります。１９款１項基金

繰入金になります。財政課分は、１目財政調整基

金繰入金のほか、１７目減債基金繰入金の２件で

あり、それぞれ予算どおりの繰り入れを行ってお

ります。 

 また、１枚めくっていただきまして、５７ペー

ジでございます。２０款繰越金において、３０億

７８５万９,９０１円を受け入れておりますが、備

考欄の記載のとおり、純繰越金、繰越事業費等財

源充当繰越金であります。 

 次に、５９ページをお開きください。２１款

５項４目雑入でありますが、財政課分は６２ペー

ジの備考欄の中段にあります鹿児島県市町村振興
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協会市町村交付金で、市町村振興宝くじの収益金

を交付金として、総額の３分の１を均等割により、

３分の２を人口割により配分を受けるものであり

ます。 

 この交付金は、地方財政法第３２条及び省令に

より、その使途・範囲が規定されており、平成

２７年度は友好都市との国際交流関連事業に活用

したものでございます。 

 次に、７５ページから７７ページになります。

２２款市債につきましては、それぞれ、年度内に

予定した額の借り入れを実施したものでございま

す。 

 次に、２０７ページでございます。実質収支に

関する調書について御説明いたします。 

 平成２７年度の一般会計歳入総額は５６６億

４,１８１万２,０００円、歳出総額は５３８億

１,５６８万９,０００円で、歳入歳出差し引き額、

いわゆる形式収支は、２８億２ ,６１２万

３,０００円となっております。 

 また、翌年度へ繰り越すべき財源が、６億

１,３７６万７,０００円でありますので、これを

差し引きました実質収支額は、２２億１,２３５万

６,０００円となったところでございます。 

 次に、財産に関する調書につきまして御説明し

たいと思います。３７４ページでございます。 

 ３７４ページ財産に関する調書、財政課所管の

２基金について御説明いたします。 

 まず、１番上の財政調整基金は、１２億

７７６万１,０００円減少し、決算年度末現在高は、

１１４億５,３２７万５,０００円となっておりま

す。 

 二つ目の減債基金は、２億８ ,７２９万

１,０００円減少し、決算年度末現在高は、１０億

９,４２９万４,０００円となっております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑を

願います。 

○委員（井上勝博）所管は企画政策課のほうに

なるんですが、電源立地地域対策交付金について

は、これは財政課はどうかかわって、この交付金

を使うとか、これは企画政策課で、全部どうする

かを決めて、財政課はかかわってはいないという

ことなんですか。でも財源をどうするかは、財政

課が考えたりするんですよね。その辺がちょっと

わからないんですが。 

○財政課長（今井功司）電源立地地域対策交付

金の充当事業の決定の考え方、やり方、手法につ

いての御説明かと考えておりますが、電源立地地

域対策交付金の充当事業につきましては、建設事

業及びソフト事業にどのような事業に充てるかは、

企画政策課のほうで事業費を算定し、充当額を決

定するところでございます。 

 その結果を受けまして、財政課のほうといたし

ましては、予算を調整しているところでございま

す。あくまでも、企画政策課のほうで決定してい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（持原秀行）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、財政課の審査を終わります。御苦労さ

までした。 

────────────── 

△財産活用推進課の審査 

○委員長（持原秀行）次に、財産活用推進課の

審査に入ります。 

 まず、決算の概要について部長の説明を求めま

す。 

○総務部長（田代健一）財産活用推進課の概要

を御説明いたします。 

 決算附属書の主要施策の成果説明書の１８ペー

ジになります。 

 財産活用推進課は、薩摩川内市民まちづくり公

社に関する事務を含め、公有財産の事務統括、庁

舎及び公用車の維持管理などのほか、指定管理者

制度の総合調整のほうをとり行っております。 

 市民まちづくり公社につきましては、生涯学習

の推進と福祉の向上に寄与する事業を実施してま

いりました。平成２７年度は、主な事業といたし

まして、川内文化ホールやサンアリーナせんだい

など１３９施設の受託施設管理事業や芸術文化ス

ポーツ振興事業などを実施いたしました。 

 財産管理の面では、旧消防庁舎跡地のほか城上

町学校用地を初め、普通財産の土地２４筆１６件

５,５５０万円を売却をいたしました。分譲団地に

つきましては、田代ニュータウン２区画、大村団

地１区画を売却いたしております。 

 公有財産の適正な管理につきましては、公有財
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産利活用基本方針に基づきまして、処分財産とし

た１６５施設の処分を所管課とともに取り組んで

おります。また、公共施設マネジメントの取り組

みとして、薩摩川内市公共施設白書に基づく市民

アンケートの調査や出前講座のほうを実施いたし

ました。 

 庁舎管理では、庁舎の維持管理のための修繕、

工事や保守管理等の委託を行っております。庁舎

の耐震化につきましては、平成２７年度は下甑支

所耐震改修工事を実施したところでございます。 

 以上、財産活用推進課の概要を御説明いたしま

した。よろしくお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）次に、決算の内容につい

て当局の説明を求めます。 

○財産活用推進課長（橋口 堅）財産活用推進

課でございます。決算書について御説明をいたし

ます。 

 まず、歳出について御説明をいたします。 

 ８１ページをお開きください。備考欄は中ほど

になります。２款１項１目一般管理費のうち、財

産活用推進課分は、市民まちづくり公社費運営補

助金２億３,３２４万５７９円です。 

 ８３ページをお開きください。下から３行目か

らです。２款１項５目財産管理費のうち、財産活

用推進課分につきましては、支出済み額１５億

６,０６８万５,５５６円です。 

 主な支出内容でございますが、財産一般管理費

の財産活用推進課分は行政事務嘱託員及び建築士

業務嘱託員の報酬等、８５ページをお願いいたし

ます。公共施設再配置計画策定業務委託ほか、

９６件の委託料、水道局所有土地取得費、水道局

移転に伴う一般会計負担金ほか１件の負担金、市

有施設保全基金積立金が主なものでございます。 

 同じく８５ページでございます。車両管理費に

つきましては、車両管理業務嘱託員及び運転業務

嘱託員の報酬等、公用車７台ほか２件の備品購入

費が主なものです。 

 ９３ページをお開きください。上から４行目か

らでございます。２款１項１１目庁舎管理費であ

りますが、支出済額２億１,１５７万７,００２円

です。 

 主な支出内容ですが、機械室補助業務嘱託員の

報酬等、本庁・支所庁舎宿日直警備及び駐車場整

理業務委託ほか４４件の委託料、本庁舎ネット

ワークカメラ等増設工事ほか２３件の工事請負費

が主なものでございます。 

 ２０１ページをお開きください。備考欄のペー

ジは下側でございます。１１款４項１目現年公

用・公共施設災害復旧費でございますが、財産活

用推進課分は、支出済額７８５万３,２４０円です。

台風１５号による本庁、支所庁舎の修繕料が主な

ものです。 

 なお、一般賃金、使用料及び賃借料、それから

工事請負費につきましては、修繕料で対応したた

めに執行しませんでした。 

 続きまして、歳入について御説明をいたします。 

 歳入につきましては、１５ページをお願いいた

します。備考欄はページ下側になります。１４款

１項１目総務使用料のうち、財産活用推進課分は、

水道局等に対する行政財産使用料でございます。 

 ２７ページをお開きください。上から三行目か

らでございます。１４款２項１目総務手数料のう

ち、財産活用推進課分は、保管場所使用承諾証明

書発行に伴う諸証明手数料でございます。 

 ３１ページをお開きください。備考欄はページ

下側でございます。１５款２項１目総務費補助金

のうち、財産活用推進課分は、住宅・建築物安全

ストック形成事業補助金で、下甑支所庁舎耐震改

修工事に対する補助金でございます。 

 ５１ページをお開きください。一番上でござい

ます。１７款１項１目財産貸付収入のうち、財産

活用推進課分は、貸し家料（自動販売機設置分）

から貸し地料までの４項目で、株式会社イワモト

等への貸し家料、ポリテックカレッジ川内等への

土地の貸し付け料が主なものでございます。 

 不納欠損額はございませんが、収入未済額が

２９万１７０円でございます。そのうち２６万

１,１２０円は、旧野下小学校の教職員住宅を東京

のスポーツウエア製造会社に貸し付けておりまし

たが、業績不振により連絡がとれない状況となり

滞納となったものでございます。 

 残りの２万９,０５０円は、樋脇町向湯団地への

集落移転事業による貸し地料が、債務者死亡及び

相続人が相続放棄をしており収入未済となってい

るものでございます。 

 ５３ページをお開きください。上から６行目で

ございます。同項２目利子及び配当金のうち、財

産活用推進課分は、株式配当金収入及び市有施設

保全基金利子収入が主なものでございます。 

 ５５ページをお開きください。一番上です。



－29－ 

２項１目不動産売払収入のうち財産活用推進課分

は、旧消防庁舎跡地売払収入と普通財産１６件及

び分譲地３区画の土地売払収入でございます。 

 同じく５５ページの上から６行目になります。

同項２目物品売払収入のうち、財産活用推進課分

は、廃棄となった公用車１３台分の物品売払収入

です。 

 ５７ページをお開きください。上から６行目か

らでございます。１９款１項６０目市有施設保全

基金繰入金は、川内クリーンセンター管理費等へ

充当いたしました。 

 ６１ページをお開きください。備考欄はページ

中ほどでございます。２１款５項４目雑入であり

ますが、財産活用推進課分は、庁舎案内板広告掲

載収入から自動車損害共済災害共済金までの

１０項目でございます。 

 ７５ページをお開きください。上から７行目か

らでございます。２１款５項５目違約金及び延滞

利息でありますが、財産活用推進課分としまして

は、収入未済３０９万円がございます。これは、

大村高校跡地売買契約解除に伴う違約金で、督促

状を事務所所在地及び代表取締役宅に送付いたし

ましたが、いずれも返送されてきており、連絡が

とれない状況でございます。 

 続きまして、３６７ページをお開きください。

財産に関する調書でございます。 

 まず、公有財産の土地及び建物についてでござ

います。一番下の行の総計欄をごらんください。

土地につきましては、左から５升目の決算年度末

現在高９,５７８万１,０８９.２８平米、建物につ

きましては、同じ行の右端にありますが、決算年

度末現在高６４万８,５８４.５４平米でございま

す。 

 土地の増加分の主なものとしましては、富士通

跡地購入にかかわるもので、建物の減少分の主な

ものは、財産仕分けによる減少によるものでござ

います。 

 ３６８ページは、山林、動産及び物権について

の状況でございます。 

 ３６９ページは、有価証券の状況でございます。

財産活用推進課保有分は、株式会社みずほフイナ

ンシャルグループ５８万３,０００円、株式会社南

日本放送３３８万５,０００円、株式会社南日本銀

行１３万５,６５４円の３件で、年度中の増減はご

ざいません。 

 ３７０ページは、出資による権利関係の状況で

す。財産活用推進課分は、下から６番目の薩摩川

内市民まちづくり公社出捐金５,０００万円であり、

年度中の増減はございません。 

 ３７１ページは、無体財産権の状況です。 

 ３７２ページは、重要物品現在高調べです。決

算年度中増減高につきましては、公用車の購入と

廃車によるもの、診療所の医療機器購入によるも

のが主なものでございます。 

 ３７３ページは、債権についての状況です。 

 ３７４ページは、特定基金の状況です。財産活

用推進課分としましては、上から３番目の市有施

設保全基金ですが、年度中に１１億９,３０７万

８,０００円増加し、年度末現在高は２８億３８万

９,０００円となっております。 

 ３７５ページは、運用基金の状況です。基金全

体 と し ま し て は 、 年 度 中 に ４ , ９ ８ ２ 万

１ ,２２１円増加し、決算年度末現在高は、

２１７億２,２０２万３,７１１円となっておりま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）８２ページの市民まちづく

り公社費２億３,３２４万５７９円ということなん

ですが、先ほど、ちょっと口頭で説明をされて、

主に建物の管理ということですよね。それぞれの

この内訳というのは、財産活用推進課では押さえ

ていらっしゃるのかどうか。もし押さえていらっ

しゃれば教えていただきたいと思います。 

 それから、５６ページは消防庁舎土地売払収入

で、消防庁舎の跡地の売払収入と。消防庁舎は、

今は水道局になってますけれども、それが売払収

入というのは、どっか別の何かそういう土地があ

ったんですか。その辺がちょっとよくわかんなか

ったんですけど、御説明いただきたいと思います。 

○財産活用推進課長（橋口 堅）まず、まちづ

くり公社の補助金の内訳でございます。補助金が

２億３,３２４万５７９円のうち、人件費が２億

２,９４９万８４９円、理事長１人を含め７９人分

の人件費でございます。その他、パソコンリース

とか通信運搬、印刷製本費の事務局管理費が

３７４万９,７３４円でございます。 
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 それから、水道局移転に伴う有償交換というこ

とで、水道局が以前は旧東郷支所の別館に建物を

借りておりましたけれども、旧消防局の跡地に移

転をしております。通常は、普通会計の中であれ

ば所管がえの手続となるわけですけれども、普通

会計と企業会計の財産のやりとりでございますの

で、有償交換をしたものでございます。 

 市は、原田町の旧消防局跡地の土地建物を水道

局に５,００８万８,０００円で売却をしておりま

す。これは、歳入の５５ページに記載されている

とおりです。逆に、市は水道局から、水道局所管

の土地を５,１０５万円で購入をして、実質等価交

換をしているということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（持原秀行）ほかにありませんか。 

○委員（福元光一）大村高校の跡地の件ですけ

ど、この件は毎年出てくるんですけど、１年前の

決算のときにはどういう説明だったですか。部長

は……。 

○財産活用推進課長（橋口 堅）済いません、

１年前の説明を、ちょっと私、承知しておりませ

んけれども、状況を説明させていただきたいと思

います。 

 平成１９年、大村高校跡地の土地売買契約が解

除となったということで、違約金の３０９万円が

発生をしております。平成２０年度から毎年、配

達証明を送付しておりますが、連絡がとれない状

況で、これは私債権のために１０年で時効となり

ます。時期としましては、平成２９年１月２６日、

来年の１月２６日が時効の時期となります。 

 ただ、時効の援用という民法上の規定で、もう

時効が来たから支払わないという主張がないと、

権利が消滅しないということになりますので、方

法としましては、議決案件となりますけれども権

利放棄の方法が一つございます。それとも、権利

放棄をせずに、引き続き債務を残して、引き続き、

これは時効の時期が来ておりますので、時効の援

用を求めるか、二つ方法がございますので、どち

らにするか今後検討してまいります。 

○委員（福元光一）平成２９年に、もう時効が

来てということなんですけど、やはり、その当時、

買うという契約の相手方を、やはり行政としても

会社の登記簿謄本もとらないで契約をしたという

ことで、何だったんですが、やはり今、いろいろ

違約金の請求書とかを送っても返ってくると思い

ますけど。これ、２９年を待って、極端に言うと

き権利放棄というのも、やはり裁判所を通してか

どうかしないと、ただこっちで簡単に行政だけが

権利放棄をしても、相手方が連絡はとれないわけ

ですから、どうしても裁判所を通じてということ

になってくると思いますけど、今、２９年でとい

うことだったもんですからわかりました。 

 これが無理な請求書を送付しても、できないも

のを、毎年こうして数字として上がってくるもん

ですから、やはり、今、２９年度で決着というこ

とになると思いますからわかりました。 

○委員（井上勝博）まちづくり公社の仕組みを、

もう少し教えてほしいんですが。まちづくり公社

というのは、今おっしゃったのはほとんど人件費

でお金を出していると、そしてまちづくり公社に

いろんな建物の管理をお願いするということで、

それぞれの例えば文化ホールだったら文化ホール

の管理費をまちづくり公社に渡し、そして、まち

づくり公社が管理するという仕組みになっている

という理解でいいんですか。 

 一般的に指定管理者という場合は、指定管理者

の人件費というのは、管理委託の中に人件費が入

っているという認識だったんですが、まちづくり

公社の場合は人件費が別にあって、管理委託とい

うのは、人件費が入っていないものを管理委託し

ているということなんですか。 

○財産活用推進課長（橋口 堅）そのとおりで

ございまして、まちづくり公社が１３９施設を維

持管理しているんですけれども、そのうち指定管

理が１３６施設でございます。 

 予算で言いますと、まちづくり公社の予算が

５億円ございますけれども、指定管理の委託が約

半分の２億５ ,０００万円、補助金が２億

５,０００万円で、通常、補助金で平成１０年の設

立当初から指定管理者制度ができる前から補助金

で運営しておりましたので、指定管理者制度がで

きてからは、指定管理者に選定された場合には、

人件費の分は補助金で支出をしておりますので、

指定管理料から人件費を除いて協定を結ぶという

制度になっております。 

○委員長（持原秀行）よろしいですか。質疑は

尽きたと認めます。 

 以上で、財産活用推進課の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 
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△税務課・収納課の審査 

○委員長（持原秀行）次に、税務課及び収納課

の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○総務部長（田代健一）それでは、税務課・収

納課の概要を説明いたします。 

 決算附属書の主要施策の成果１９ページ以降に

なります。まず、税務課におきましては、納税義

務者及び課税客体の適正な把握、課税事務の効率

化を図り、公平かつ適正な課税に努めてまいりま

した。 

 １９ページから２１ページまで市民税、固定資

産税、軽自動車税等、各市税の賦課事務の処理状

況を示してございます。 

 また、２２ページには国民健康保険税の状況及

び税外収入に係る事務処理の状況を記載しており

ますので、それぞれ御参照ください。 

 次に、収納課では市税、国保税の徴収を主に担

当しております。２３ページに収納事務の処理状

況を示しておりますが、平成２７年度の徴収対策

につきましては、文書、電話等による納税催告及

び納税交渉、タイヤロック予告による催告、不動

産、預貯金等の差し押さえ、公売の実施、並びに

市税等滞納特別対策本部の設置などを実施いたし

ました。 

 以上、税務課・収納課の概要でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

当局の説明を求めます。 

○税務課長（堂元清憲）税務課・収納課に係り

ます決算について説明をいたします。 

 まず、歳出から説明します。決算書は９９ペー

ジになります。 

 ２款総務費２項徴税費１目税務総務費です。支

出済み額５億１,４６３万４,６５４円です。備考

欄で説明をいたします。まず、税務一般管理費で

す。これは行政事務嘱託員１人分の報酬とその社

会保険料、それから職員給与費につきましては、

税務課、収納課、８支所の税務担当職員、合計

６８人分の職員の人件費になります。それから、

賠償金につきましては、これは公用車の事故に関

するものでございまして、物損分及び人身分の合

計額になっております。 

 次に、２目賦課徴収費です。これは支出済み額

１億８４１万６,８４６円です。備考欄になります。

真ん中ほどですが、賦課徴収事務費では、行政事

務嘱託員４人分の報酬とその社会保険料、委託料

につきましては、固定資産税通知書作成等業務委

託外２１件、使用料及び賃借料につきましては、

固定資産システム機器リプレース賃借料ほか４件

です。 

 それから、還付加算金７９件及び市税等過誤納

払戻金９１４件、これは法人市民税等に係ります

過誤納払戻に係る加算金と払戻金になります。そ

の下の固定資産評価事業費です。これは、固定資

産土地評価業務委託ほか１件になります。収納率

向上特別対策費及び徴収管理費につきましては後

ほど収納課から説明をいたします。 

 それから不用額についてでございます。税務総

務費の３節職員手当等７８万１２２円、これは職

員の６８人に係ります職員手当の執行残になりま

す。 

 賦課徴収費の１３節委託料７６万８,５３７円、

これにつきましては、不服申し立てに係ります不

動産鑑定業務委託、これにおきまして不服申し立

てがございませんでしたので、その執行残と委託

契約に係る入札の執行残になります。 

 ２３節償還金利子及び割引料の２１５万

５,２６８円、これは市税等歳出還付金の不用額で

ございます。これは主に法人市民税の中間納付金

に対する確定申告による精算払戻金でございまし

て、これは各法人の決算期が異なりますことから、

精算還付の発生の予測がつかないことによるもの

でございます。 

○収納課長（有村辰也）同じく９９ページ、

２目賦課徴収費のうち、収納課分について説明を

いたします。 

 まず、備考欄の下から９行目の収納率向上特別

対策費で、支出の主なものは行政事務嘱託員５人

の報酬及び社会保険料、それから職員手当等の時

間外勤務手当です。 

 次に、１０１ページをお開きください。備考欄

の１行目でございますが、徴収管理費では、預貯

金調査手数料など調査に係る経費を支出しており

ます。 

 次に、不用額の大きなものですが、１１節需用

費、９９ページに戻っていただきまして、１１節

需用費８５万６.３３１円のうち、収納課分は

５６万８,４３５円で、これは印刷製本費の執行残
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が主なものであります。 

 以上で、収納課分の説明を終わります。よろし

くお願いいたします。 

○税務課長（堂元清憲）続きまして、歳入につ

いて説明させていただきます。歳入については収

納課分もあわせて説明します。 

 まず、市民税の決算状況です。決算書は９ペー

ジになります。 

 １款１項市民税、収入済み額は４３億

５,７９８万８,７１５円です。不納欠損額は

８０５件、１,０８０万４,００９円です。還付未

済 額 は ６ , ４ ３ ７ 円 、 収 入 未 済 額 は ２ 億

２,９３７万８,４３２円、件数は１万５,４０７件

となっております。 

 それから２項固定資産税ですが、収入済み額

６６億１,９９５万７,９２４円。不納欠損額は

４,０９４件で、３,９９４万６,８９６円です。還

付未済額が２万５,８００円、収入未済額は６億

７,５０２万８,３４９円、件数は３万６,０７２件

となっております。 

 それから３項１目軽自動車税です、収入済み額

２億６,９９６万７,９２８円です。不納欠損額は

４２８件、１６８万５,１００円です。収入未済額

は２,４４３万２,０９３円、件数は４,９７９件と

なっております。 

 それから市たばこ税です。４項１目市たばこ税

は、収入済み額６億５,７９９万２,２４４円です。 

 次に、６項１目特別土地保有税ですが、これは

平成１５年度税制改正によりまして、新規課税は

現在、停止をしておりますけども、２節滞納繰越

分につきましては、平成１４年度以前の１社３件

分でございます。 

 次に、７項１目入湯税です。収入済み額

１,６１８万１,１００円です。それから８項１目

使用済み核燃料税、収入済み額は３億９,２２５万

円です。これは使用済み核燃料１,５６９体に課税

をしたものでございます。 

 以上の市税全体の収入済み額はページの一番上

になりますが、１２３億１,４３３万７,９１１円

でございます。 

 それから収納率でございますが、これは現年課

税分が９８.７８％、滞納繰越分が１５.５６％、

全体としましては、９２.６３％でございます。不

納 欠 損 額 に つ き ま し て は 、 ５ , ２ ４ ３ 万

６,００５円、件数としましては５,３２７件とな

っております。収入済み額は未還付の３万

２ ,２３７円を加えました９億２ ,６７３万

９７４円でございまして、内訳は現年課税分が

１億４,７２９万７,２２０円、滞納繰越分が７億

７,９４３万３,７５４円であります。 

 以上が、市税についてでございます。 

 続きまして２７ページをお開きください。 

 １４款使用料及び手数料２項手数料１目１節総

務手数料のうち、税務課分は備考欄の上から６行

目になります。資産等証明手数料、公簿閲覧手数

料、資産等証明手数料で、合計３件分で７７７万

５,５５０円です。 

 それから真ん中やや下あたりですが、２節督促

手数料、これは収入済み額３１８万２,１１０円で

す。不納欠損額は３９万９,３００円、収入未済額

が４８９万１ ,０００円です。還付未済額は

２００円となっております。 

 続きまして、４７ページをお開きください。真

ん中やや上あたりですが、１６款県支出金３項県

委託金１目総務費委託金２節徴収費委託金、これ

は県税徴収事務委託金でございまして、地方税法

に基づきまして、個人県民税の取り扱いに関しま

して、件数に応じて交付されるものでございます。

収入済み額１億２,８２０万４３９円です。 

 続きまして、５７ページをお開きください。真

ん中やや下ですが、１９款繰入金２項特別会計繰

入金１目国民健康保険事業特別会計繰入金で、備

考欄のとおり、収納課分で３３９万円です。これ

は国民健康保険税の収納率向上のための事業費等

を対象といたしまして、県が交付をいたします特

別調整交付金でございます。これは同特別会計で

受け入れをしますが、収納課で執行する事業に充

てますため、同特別会計から繰り入れをしている

ものでございます。 

 それから、一番下になります２１款諸収入１項

延滞金加算金及び過料１目１節延滞金ですが、備

考欄の税務課分２,２９８万４,７７０円です。 

 それから、５９ページをお開きください。上か

ら３行目です。２目１節の過料につきましては発

生はしておりません。 

 同じページの下のほうになります。５項雑入

１目１節の滞納処分費９,７００円です。これはイ

ンターネット公売システム使用料に係ります滞納

処分費になります。 

 それから、２目１節弁償金、これは１万
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２,６００円、原動機付自転車の標識を紛失したと

きの弁償金で６３台分になります。 

 最後に、財産に関する調書ですが、３７３ペー

ジになります。内容につきましては債権でござい

まして、税務課関係分は一番上の行です。 

 個人市民税特別徴収に係る翌年度分でございま

して、一番右の欄に決算年度末現在高として４億

４,４２３万９,７１６円となっておりますが、こ

れは特別徴収につきましては、その年度の６月か

ら翌年度の５月にかけて徴収をいたしますけども、

４月及び５月に徴収する分は翌年度へ繰り越しと

なる分となります。その関係で、年度末の時点で

の調定残額を債権の残高として計上しているもの

でございます。 

 以上で、市税及び市税に関する事項の税務課・

収納課の説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑を

願います。 

○委員（井上勝博）附属書の２０ページの家屋

新築・増築状況というのを見ると、平成２６年度

までが、新築は５７７というペースが、平成

２７年に５００ということで、減っているわけで

すが、これは景気を反映しているものなんですか、

例えば消費税が何年やったかちょっと忘れました

けども、消費税とかそういうものとか、反映して

いるものなんですか。 

○税務課長（堂元清憲）個別の分析というのは、

特にいたしておりませんけど、消費税の引き上げ

は平成２６年の４月でございましたので、ある程

度そこは、件数をみた場合に反映されているとい

うのではないかというふうに推測はいたしており

ます。 

 以上です。 

○委員長（持原秀行）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、税務課及び収納課の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△契約検査課の審査 

○委員長（持原秀行）次に、契約検査課の審査

に入ります。 

 まず、決算の概要について部長の説明を求めま

す。 

○総務部長（田代健一）契約検査課の決算状況

の概要を説明いたします。決算附属書の主要施策

の成果の２７ページ以降になります。 

 契約検査課は建設工事等の入札、契約に関する

事務のほか、工事等の検査を実施するとともに技

術指導を実施しております。また、技術職員の資

質向上や工事品質の向上のため、各種研修の実施

によるスキルアップに関する事務も行っておりま

す。 

 平成２７年度の取り組みにつきましては、入

札・契約運営委員会を７６回開催し、２３４件を

審議いたしました。工事及び工事にかかる調査、

測量、設計等の入札は４６回、３９３件を執行し

ております。工事等の検査は４８４件、６９億

７,７５１万４,３０５円について検査をしたとこ

ろでございます。最後に、入札等監視委員会に関

しましては、昨年度は３回開催しております。 

 以上が、契約検査課の概要であります。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

当局の説明を求めます。 

○契約検査課長（南 忠幸）それでは初めに、

歳出のほうから説明させていただきます。決算書

の９５ページをお開きください。 

 ２款１項１４目契約管理費で、支出済み額

２,８９４万６,４１２円です。支出の主なものを

備考欄で御説明いたします。入札・契約の適正化

等の関する事項を調査・審議するため、附属機関

として設置しております入札等監視委員会委員

３人の報酬、工事台帳管理等システムにおけるセ

キュリティ対策等のためのシステム改修業務委託

のほか、土木積算システムソフトウェア保守委託

などの保守業務委託等、電子納品システム一式等

の備品購入、鹿児島県及び県内市町村が共同利用

しております鹿児島県市町村電子入札システムに

係る共同利用負担金及び職員が受講しました技術

研修等に係る負担金でございます。 

 次に、歳入を御説明いたします。決算書の

２７ページをお開きください。 

 １４款２項１目１節総務手数料で、契約検査課

分は備考欄の上から１１行目になります。工事施

工証明手数料８１０円です。これは本市の工事を

受注し施行された業者が、施行したことの証明を

希望される場合に、証明書の交付に係る手数料で
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ございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑を

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で契約検査課の審査を終わります。御苦労

さまでした。 

────────────── 

△防災安全課の審査 

○委員長（持原秀行）次に、防災安全課の審査

に入ります。 

 まず、決算の概要について危機管理監の説明を

求めます。 

○危機管理監（中村 真）それでは決算附属書

の２４ページをお開きいただきたいと存じます。

防災安全課の平成２７年度の決算概要について、

主要施策の成果をもとに御説明申し上げます。 

 防災安全課は危機管理及び防災の２グループ体

制で、危機管理対策、交通安全防犯対策、自衛官

募集事務及び防災対策の業務を行っております。 

 まず初めに、２４ページ一番上に防災安全課全

体の予算額、決算額をお示ししてございます。そ

れでは、決算の概要について御説明いたします。 

 初めに、１の交通安全対策の推進につきまして

は、高齢者が交通事故の当事者となる割合が高い

ことから、特に（１）と（２）に記載のとおり、

高齢者ゆうゆうドライビングスクールや、交通安

全いきいきスクールを交通安全協会に委託して、

実施するとともに、交通事故の防止を図るため

（３）にありますとおり、地域、ＰＴＡ、職域、

交通安全協会等との連携を強化し、交通安全思想

の普及・啓発を行いながら、各種交通安全行事を

実施いたしました。 

 なお、平成２７年中の市内の交通事故状況でご

ざいますが、発生件数、負傷者数は前年を下回り

ましたが、死者数は前年を３人も上回る６人でご

ざいました。平成２８年におきましては、平成

２７年を下回るペースで発生件数、負傷者数及び

死傷者が推移しているところではございますけれ

ども、高齢者の方が関与する事故の割合が依然と

して多いことから、さらに警察、交通安全協会等

との連携を密にいたしまして、交通事故防止対策

を強化していくこととしております。 

 また、平成２８年は薩摩川内市交通安全計画の

改定時期でもあり、去る９月７日、市交通安全対

策会議を開いていただき、第１０次の計画の承認

をいただいたところでございます。この計画は、

平成３２年度までの取り組みを取りまとめたもの

で、目標として発生件数３６０件以下、負傷者

３７５人以下、死者３人以下を目指して取り組ん

でいくこととしているところでございます。 

 また、平成２７年８月から「大綱心で交通安

全」をキャッチフレーズに市民運動を展開してお

り、本年もマグネットシートをバス協会、タク

シー協会に配布して、広報活動をするなど、取り

組んでいるところございます。 

 次に、２の防犯対策の推進につきましては、防

犯思想の普及を図りながら、（１）に記載のとおり、

防犯用品を購入し地区コミュニティ協議会や防犯

ボランティアに配布するなど、地域と共同して犯

罪や事故のない明るい社会環境づくりを推進いた

しました。 

 また、（２）に記載のとおり青色回転灯を装着し

た車両によります自主防犯パトロール活動の積極

的な展開と結成促進を図るため、防犯パトロール

活動に対する補助を２１団体、１６１台に対して

行ったところございます。 

 なお、平成２７年度末における青色回転等装着

車、いわゆる青パトは市所有の２２台を含め、市

内で１９８台が登録されており、児童・生徒の登

下校時など見守り活動を実施していただいており

ます。 

 次に、（３）に記載のとおり犯罪防止及び事件、

事故後の検証と早期解決につなげるため、防犯カ

メラの設置を進めておりますが、平成２７年度も

川内駅東側駐輪場、隈之城駅駐輪場ほか５台を設

置したところであり、今後も計画的に設置してい

くこととしております。なお、市内の平成２７年

中の犯罪認知件数は３０８件であり、平成２６年

度の３９８件から９０件の減少でありますが、平

成２４年度までの５００件台の発生件数に比べ、

発生件数の抑制が堅持されているところでござい

ます。今後も関係機関、団体と連携して対応して

まいります。 

 次に、３の自衛官募集事務では、広報薩摩川内

に自衛官募集記事を５回掲載するとともに、担当

者会議への出席のほか、薩摩川内市防衛協会への
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補助金を支出したところでございます。なお、自

衛隊協力会は平成２７年５月２６日から薩摩川内

市防衛協会に名称変更がされております。 

 続きまして、２５ページをごらんいただきたい

と存じます。 

 ４の空き家対策事業につきましては、平成

２７年２月２６日の空き家等対策の推進に関する

特別措置法の施行を踏まえ、本市におきましても

同年９月３０日に薩摩川内市空き家等対策の推進

に関する条例を施行し、法令等に基づきます薩摩

川内市空き家等対策協議会を設置し、３回の会議

を踏まえ、薩摩川内市空き家等対策計画を策定し

たところでございます。 

 次の、５の災害予防応急対策その他の防災業務

につきましては、大雨や台風等に対する災害予防

応急対策を実施するとともに、まず、（１）アに記

載のとおり、平成２７年度は梅雨入り前の５月

１７日に川内川水防演習を。また、大災害時に、

まずは自分の命は自分で守るという意識を高めて

いただくための、シェイクアウト訓練を本年３月

１１日に実施したところでございます。そのほか、

防災サポーター研修の実施、自主防災組織の結成

促進、訓練実施の支援を行うとともに、原子力防

災対策として、研修会、出前講座の開催のほか、

原子力防災訓練を昨年１２月２０日に実施したと

ころでございます。 

 次に、（２）に記載のとおり、原子力防災等訪問

事業といたしまして、要配慮者宅を訪問し、原子

力災害時の避難先、避難経路、バス集合場所等の

説明、確認を行うとともに戸別受信機の使用方法

の説明や不具合の確認、災害時要援護者避難支援

制度の説明等を行ったところでございます。 

 次に、（３）の原子力災害対策施設等整備事業と

いたしまして、イに記載のとおり、２つの施設に

ついて屋内退避施設としての整備を行ったところ

でございます。 

 最後に、６の防災行政無線通信施設の維持管理

及び整備事業につきましては、屋外拡声放送施設、

地域コミュニティ無線放送施設、戸別受信機の維

持管理を行ったところでございます。 

 以上が、防災安全課の決算状況の概要でござい

ます。詳細については防災安全課長が説明いたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

当局の説明を求めます。 

○防災安全課長（寺田和一）防災安全課でござ

います。平成２７年度決算につきまして御説明さ

せていただきます。 

 まず、歳出について説明いたしますので決算書

の８１ページをお開きください。 

 決算額１億４,０８０万４,２４８円のうち、当

課分は２０万７,０６０円でございます。主な支出

はページを開けていただいて８３ページの備考欄、

丸の３つ目の事項、自衛官募集事務で薩摩川内市

防衛協会補助金等でございます。 

 次に、９３ページをお開きください。 

 ２款１項１２目決算額４,６９６万６,００１円

のうち、当課分につきましては交通安全対策費と

防犯対策費の１,７４５万７,８２７円でございま

す。主な支出について説明いたしますので、備考

欄をごらんください。 

 初めに交通安全対策費は、備考欄上から２番目

の丸でございますが、交通安全対策会議委員報酬、

交通安全教育普及啓発業務委託、薩摩川内警察署

管内交通安全会議連合会負担金ほか２件でありま

す。また、備考欄の下から一番目の防犯対策費は、

薩摩川内市空き家等対策協議会委員報酬。それか

らページをめくっていただきまして９５ページで

ございます。防犯カメラ設置業務委託防犯カメラ

購入ほか３件の備品購入、薩摩川内地区防犯協会

負担金ほか２件、薩摩川内市青色灯自主防犯活動

事業補助金が主なものでございます。 

 次に、１７１ページをお開きください。 

 ９款１項６目災害対策費、決算額１１億

９ ,５０５万３９６円のうち、当課分は８億

８,６９８万３,７２１円であります。 

 次に、主な支出を説明いたしますので、備考欄

をごらんください。 

 初めに、災害予防応急対策費でございますが、

防災会議委員報酬、危機管理防災専門嘱託員報酬、

防災サポーター年間報酬、行政事務嘱託員報酬及

び災害対応時等の職員時間外ほか勤務手当等の人

件費のほか、防災用気象観測システム保守点検業

務委託ほか２８件の委託料、吉川地区雨量計移設

工事ほか１２件の工事請負費、職員の防災服調整

による備品購入ほか６件の備品購入、鹿児島県市

町村総合事務組合、離島緊急医療対策負担金ほか

９件の負担金及び日本水難救済会救難所の組織の

運営と補償に対する補助金ほか２件が主なもので

ございます。 
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 この災害予防給付対策費につきましては、備考

欄にも繰越明許費による支出の内訳を記載してい

るところですが、屋内退避施設整備及び子岳地区

避難道路整備につきまして、平成２６年度から繰

り越しをし、実施させていただいたものです。 

 ページを開けていただいて、１７３ページをお

願いいたします。 

 備考欄、１つ目の丸、防災行政無線通信施設管

理費につきましては、無線設備整備業務嘱託員報

酬、嘱託員報酬に係る社会保険料、防災行政無線

デジタル通信施設保守点検業務委託ほか５件の業

務委託のほか、防災行政無線屋外拡声子局無線柱

取りかえ工事ほか２５件の工事請負費、防災行政

無線戸別受信機購入ほか３件の備品購入及び鹿児

島県防災行政無線運営協議会負担金ほか１０件の

負担金が主な支出であります。 

 次の、総合防災センター施設整備事業におきま

しては、（仮称）総合防災センター新築工事設計業

務委託ほか１件の業務委託を、総合防災センター

施設整備基金積立金の費用でございます。 

 次に、当課における不用額について御説明いた

します。恐縮ですが１７１ページにお戻りくださ

い。 

 ます、当課の不用額でございますが、災害発生

時における職員時間外勤務手当の執行残、工事請

負費のうち原子力災害対策施設等整備に係る平成

２６年度からの繰越明許費による水引地区コミュ

ニティセンター平島集会所整備に係る工事請負費

の執行残が主なものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、決

算書の２５ページをお開きください。 

 １４款１項８目消防使用料ですが、下甑地域緊

急避難施設の敷地にある電柱敷設に伴う行政財産

使用料で、備考欄にありますとおり当課分の決算

額は１万２,０００円であります。 

 次に、３７ページをお開きください。 

 １５款３項１目総務費委託金のうち当課分は、

自衛官募集に係る募集事務地方公共団体委託金

２万円であります。 

 次に、４５ページをお開きください。 

 １６款２項７目消防費補助金のうち、当課分は

要援護者等屋内退避施設確保事業補助金の平成

２６年度から平成２７年度に繰り越したもので、

２億５,１０３万７,８８４円でございます。 

 次に、６１ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入のうち、当課分は地域防災

組織育成事業に係るコミュニティ助成事業助成金

４０万円であります。 

 次に、３７０ページをお開きください。財産に

関する調書について説明をさせていただきます。 

 大きな１、公有財産のうちの（６）出資による

権利のうち、当課分は表の上から１２項目め、お

およそ真ん中あたりにあります県防犯協会出捐金

３２万９,０００円、その次の行の、県暴力追放運

動推進センター出捐金４７２万７,０００円で、い

ずれも期間中の増減はありません。 

 次に、３７４ページをお開きください。 

 ４、基金でございますが、３７４ページの最下

段、総合防災センター施設整備基金を新たに設け

させていただき、４億７,０００万円を積み立てた

ものです。 

 以上で、防災安全課に係る平成２７年度決算に

つきまして説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）原子力災害対策施設等整備

事業についてなのですが、これは、施設は整備さ

れているということで、要は中に入れる例えば食

品類とか、さまざま生活に必要なものとか、そう

いうものというのは、もう整備はされてきている

のですか。 

○防災安全課長（寺田和一）今の御質問ですが、

工事で建物の陽圧化、気密化を行いながら、また

資機材として必要な物資を一緒に購入をさせてい

ただき、保管をしております。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）いや、要するにちょっとわ

かりやすく回答をいただきたいのですけど、要す

るに、いざというときには入ったら食品とかそう

いうものが全部そろっているという状態なのでし

ょうかということです。 

○防災安全課長（寺田和一）失礼いたしました、

わかりにくくて。物資というものの中には、そこ

にある収容人数分の今おっしゃった食糧とか、そ

ういったものも備蓄をさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（持原秀行）よろしいですか。 

○委員（佃 昌樹）昨年、防犯カメラを４カ所、
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５台設置しているということですが、国道３号線

が９カ所、それから川内駅東とか隈之城とか、上

川内とか駅に設置をしているみたいですが、効果

はどうなんですか。何か防犯カメラで効果的な対

応ができたのかどうなのか。まあ、極めて人権と

かかわりがあるので、ほとんど駐輪場関係だと思

うのですけど、その辺どうですか。 

○防災安全課長（寺田和一）総体的のもので言

いますと、最初、危機管理監が説明申し上げまし

たとおり、２４年度からすると抑止力といいます

か、そういったもので犯罪件数自体が減ってきて

おるのは事実です。 

 それから、個別具体的に言いますと、大小路地

区、それから、あと昨年度、上川内、それから川

内駅入口、都インター、高江、市比野につけさせ

ていただきましたが、その中で抑止になるのか、

効果になるのかは定かではありませんが、交通事

故がありまして、当て逃げの件につきまして参考

データになるかどうかと、最終的にはうまい具合

に映像がおさまっておりませんでしたけれども、

警察の要求に応えてそのような情報提供ができる

かどうかの確認はさせていただいたのが２件ほど

ございます。 

 以上です。 

○委員長（持原秀行）よろしいでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、防災安全課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△原子力安全対策室の審査 

○委員長（持原秀行）次に、原子力安全対策室

の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について危機管理監の説明を

求めます。 

○危機管理監（中村 真）それでは、決算附属

書の２６ページをお開きいただきたいと思います。

原子力安全対策室の平成２７年度の決算概要につ

いて御説明申し上げます。 

 原子力安全対策室は、川内原子力発電所１、

２号機の安全対策及び調査等事業を所管している

ところでございます。 

 まず、（１）の調査事業といたしましては、四半

期に一回の市原子力安全対策連絡協議会の開催の

ほか、全職員を対象といたしました放射線、放射

能にかかる研修及び原子力発電所視察研修を実施

いたしました。 

 次に、（２）の広報事業といたしまして、原子力

広報「薩摩川内」の作成、配布のほか、夏休み親

子見学会や地区コミュニティ協議会を含む市民団

体等によります川内原子力発電所見学会を実施し

たほか、市消防団等によります原子力防災関係施

設の視察研修等を実施いたしました。 

 次に、（３）の連絡調整事業としまして、全国原

子力発電所所在市町村協議会によります総会への

出席、経済産業大臣等に対する要請活動を行うと

ともに、全原協におきまして、福島県会員４町長

との意見交換等を実施したところでございます。 

 なお、資料には記載してございませんが、川内

原子力発電所は平成２７年度中に運転を再開をし

たこともあり、九州電力が実施しております安全

対策等につきまして、随時職員による現地調査を

行い、対策の状況を確認してきております。 

 以上、原子力安全対策室の決算概要でございま

す。決算の内容等につきましては、室長から説明

をいたします。よろしくお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

当局の説明を求めます。 

○原子力安全対策室長（遠矢一星）それでは、

歳出について御説明いたしますので、決算書の

９７ページをお開きください。 

 ２款１項１６目原子力対策費の広報調査事業費

で、決算額は１,４３３万４,２０４円であります。

それでは、備考欄のほうをごらんください。主な

支出としましては委託料として川内地域自治会文

書送達業務委託ほか５件、負担金としては次の

９９ページまでまたがっておりますが、全国原子

力発電所所在市町村協議会負担金ほか５件、また、

記載以外の主な支出といたしましては、年４回発

行の原子力広報の印刷費、また、市原案協委員に

よる青森県六ケ所村の核燃料サイクル施設等の視

察研修及び消防団による福井県の原子力緊急事態

支援センター等の視察研修に係る旅費、バス借入

料等が主な支出であります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、３９ページをお開きください。 

 １６款２項１目総務費補助金のうち、原子力安

全対策室関係分につきましては、３節広報調査等

交付金１,７５６万１,４６０円であり、補助率は

１０分の１０となっております。なお、同歳入の
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うち３１６万５,６００円は、原子力防災等訪問嘱

託員２名分の報酬として防災安全課に、また

１２万６,９２０円は、本庁２台及び各各支所に設

置しております計１０台分の環境放射線監視テレ

メーターシステム表示モニターの電気料として、

財産活用推進課に充当しております。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑を

願います。 

○委員（井上勝博）附属書の２６ページに、連

絡調整事業として、全原協において福島県会員

４町長との意見交換等を実施したと書いてあるの

ですが、これは意見交換をしたのは誰が意見交換

をしたのだろうかということや、その報告書につ

いては、何か公開しているのでしょうか。 

○原子力安全対策室長（遠矢一星）まず、福

島県の会員４町との意見交換会についてですが、

これは全原協の役員会を福島で開きまして、意見

交換をしましたので、出席者は各首長、市町村長

になります。ここの中で、現状の復興の状況、ま

た課題等をお聞きした上で、ことしの４月にその

内容を取りまとめ、関係省庁に要望をしたという

のが経緯でございます。 

 以上です。 

○委員（井上勝弘）そうすると、岩切市長が出

席をされて、そして、この意見交換のうち内容に

ついては、なんらか文書で公開して、議事録があ

るとかそういうのはないのですか。 

○原子力安全対策室長（遠矢一星）復命書、

出張復命という形では残っております。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）入手できるのですか、だれ

でも。情報公開でないとくれないのですか。 

○原子力安全対策室長（遠矢一星）情報公開

請求等があれば、それは手続きに従って対応はで

きるものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（持原秀行）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、原子力安全対策室の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△選挙管理委員会事務局の審査 

○委員長（持原秀行）次に、選挙管理委員会事

務局の審査に入ります。 

 それでは、当局の説明を求めます。 

○選挙管理委員会事務局長（森園一春）選挙

管理委員会事務局でございます。 

 まず、主要施策の成果について説明いたします。

資料は決算附属書１６０ページをお開きください。 

 １の、選挙管理委員会の運営でございます。選

挙管理委員会を選挙人名簿登録関係、選挙執行関

係等ということで合計１３回開催をしております。

各種選挙人名簿の調整を行いました資料の記載の

とおりでございます。お目通しをお願いしたいと

思います。 

 ２の、選挙啓発費でございます。薩摩川内市明

るい選挙推進協議会と連携いたしまして、小・

中・高校の児童生徒への明るい選挙啓発ポスター

コンクールや、習字コンクールの開催、各種イベ

ント等でのチラシや啓発物資を配布しまして、啓

発活動を行ったところでございます。 

 ３の、各種選挙の執行につきましては、県議会

議員選挙を４月１２日に執行いたしました。薩摩

川内市の投票率は５４.０７％でございました。ま

た、平成２７年１０月１５日執行の鹿児島海区漁

業調整委員会委員補欠選挙は無投票となったとこ

ろでございます。 

 次に、決算状況について御説明いたします。資

料は決算書の１０１ページをお願いいたします。

歳出についてでございます。 

 まず、２款総務費４項選挙費１目選挙管理委員

会費でございます。支出済み額２ ,４６７万

５,５７４円で、主な支出は委員報酬及び事務局職

員の給与、次の１０３ページに入りますけれども、

選挙権年齢が満１８歳以上に引き下げたことへの

システム改修業務委託のほか、全国地区選管連合

会分担金などでございます。 

 次に、２目選挙啓発費は支出済み額１１１万

１,１４８円です。主な支出はさつま町と構成しま

す名推協薩摩支会の負担金のほか、本市名推協の

９つの支会委員の啓発活動時の出会手当と旅費等

でございます。 

 次に、３目選挙費は支出済み額３,１１１万

５,２６２円でございました。主な支出は、４月

１２日執行の県議会議員選挙の投票管理者、立会

人、投開票事務従事者等の報酬や公営ポスター掲
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示板の設置撤去費、投票用紙計算機購入費等でご

ざいます。それと、平成２８年１０月１５日執行

の鹿児島海区漁業調整委員会の補欠選挙でかかっ

た経費でございます。 

 次に、歳入について説明いたします。資料は

３３ページになります。 

 １５款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費補

助金のうち、２０節選挙費補助金で調定額

２８６万６,０００円でございます。収入済み額も

同額でございます。 

 次に、資料４７ページでございます。 

 １６款県支出金３項県委託金１目選挙費委託金

のうち、４節選挙費委託金で、調停額３,１３０万

４,６１８円で、収入額も同額でございます。県議

会議員選挙委託金等を受け入れております。 

 以上で、平成２７年度決算の説明は終わります。

よろしく御審査くださいますようお願いいたしま

す。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で、選挙管理委員会事務局の審査を終わり

ます。御苦労さまでした。 

────────────── 

△会計課の審査 

○委員長（持原秀行）次に、会計課の審査に入

ります。 

 それでは、当局からの説明を求めます。 

○課長代理（脇園和文）それでは、会計課の決

算に伴います主要施策の成果につきまして、まず、

御説明を申し上げます。 

 決算附属書の１４４ページのほうをお開きくだ

さい。 

 まず、会計課におきましては、効率的で正確な

現金の出納及び保管、迅速かつ的確な審査事務の

遂行、財産の管理記録、決算書の調整などの業務

を担当しております。 

 １の会計管理費の表をごらんください。会計管

理費につきましては、会計事務に要する経費で、

決算額１,９５３万１６９円でございます。 

 次に、２の審査出納に関することでございます

が、（１）では、本年度も６月に地方自治法第

２３３条に基づきまして、歳入歳出決算書を会計

管理者において調整をし、市長に提出をしており

ます。（２）では、債券、現金、運用基金及び歳入

歳出外現金の状況を、毎月開催される例月出納検

査に報告しており、基金、現金の安全かつ確実な

保全運用に努めているところでございます。 

 また、（３）では、支払証票等の件数を。（４）

では、指定金融機関及び収納代理金融機関、

１２項別の取り扱い件数及び収納金額をお示しし

ております。 

 続きまして、平成２７年度会計課の歳入歳出決

算について、まず、歳出から御説明申し上げます。

決算書の８３ページのほうをお開きください。 

 中段の下ほどになりますが、２款１項４目会計

管理費、事項、会計管理費の１事項のみで、支出

済み額が１,９５３万１６９円でございます。主な

歳出の内訳といたしましては、右側の備考欄に記

載のとおり、行政事務嘱託員報酬１名分及び社会

保険料が報酬、賃金にかかるものそれぞれ１名分。

その下の行、市税等窓口収納事務取扱手数料ほか

８件でございます。 

 次に、その下の行、ＯＣＲシステム機器一式保

守業務委託ほか１件。次に、その下の行、鹿児島

県都市会計管理者会負担金を支出しております。

なお、まったく予算を執行しなかったものはござ

いませんでした。 

 次に、歳入につきまして、主なものを説明申し

上げます。決算書の５７ページになります。

５７ページをお開きください。中段の下の行にな

ります。 

 １９款２項１目国民健康保険事業特別会計繰入

金１節国民健康保険事業特別会計繰入金でござい

ますが、うち会計課分は右側の備考欄に記載のと

おり、国民健康保険事業特別会計繰入金の

１１７万４,０００円で、国民健康保険税収納率向

上に係る手数料を、国民健康保険事業特別会計か

ら繰入金として受け入れたものでございます。 

 次に、５９ページをお開きください。 

 上の段、２１款２項１目１節預金利子ですが、

収入済み額が２３７万３,４８９円でございます。

これは備考欄に記載のとおり再掲金融運用に伴う

預金利子でございます。なお、不納欠損、収入未

済額はございません。 

 以上で、会計課の歳入歳出決算についての説明

を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ
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りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）今の決算書の５８ページの

国民健康保険事業特別会計繰入金が１１７万

４,０００円ということで、収納をされていらっし

ゃるわけですから、その国保会計から会計課へ繰

り入れられると。これはどういう経費にかかわる

ものなんですか。これは歳出としてはどういうふ

うになっているのですか。 

○課長代理（脇園和文）コンビニ収納の手数料

のほうに充当しております。 

○委員（井上勝博）会計課からコンビニの協会

に振り込むと、まあ、そういうことですか。 

○課長代理（脇園和文）手数料として業者と契

約をしておりますから、そちらのほうに支払うこ

とになっております。 

○委員長（持原秀行）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、会計課の審査を終わります。御苦労さ

までした。 

────────────── 

△公平委員会事務局の審査 

○委員長（持原秀行）次に、公平委員会事務局

の審査に入ります。 

 それでは、当局の説明を求めます。 

○監査事務局長（火野坂博行）それでは、公平

委員会事務局の平成２７年度決算について御説明

いたします。 

 まず、主要施策の成果について御説明いたしま

すので、決算附属書の１６１ページをお開きくだ

さい。 

 平成２７年度は公平委員会に対して、職員から

の勤務条件に関する措置の要求、不利益処分につ

いての不服申し立て、苦情相談につきましてはい

ずれもありませんでした。また、４月、１２月、

３月の計３回、委員会を開催し、職員団体の登録

事項の変更、管理職員等の範囲を定める規則の一

部を改正する規則、再就職者による依頼等の届け

に関する規則、不利益処分についての不服申し立

てに関する規則の一部を改正する規則の制定につ

きまして審議いただいたところでございます。 

 次に、歳入歳出決算書について御説明いたしま

すので、決算書の９１ページをお開きください。 

 一番下の段になりますが、２款１項９目公平委

員会費の支出済み額は６３万７,９１２円でありま

す。備考欄をごらんください。支出済み額の主な

ものは、公平委員会委員３人分の報酬、次のペー

ジになりますが、全国公平委員会連合会会費等で

あります。なお、歳入はございませんでした。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろ

しく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で、公平委員会事務局の審査を終わります。 

────────────── 

△監査事務局の審査 

○委員長（持原秀行）次に、監査事務局の審査

に入ります。 

 それでは、まず当局の説明を求めます。 

○監査事務局長（火野坂博行）監査事務局の平

成２７年度決算について御説明いたします。 

 まず、主要施策の成果について御説明いたしま

すので、決算附属書の１６２ページをお開きくだ

さい。平成２７年度に実施いたしました主な監査

は、本庁及び８支所、診療所、学校等の定期監査、

財政援助団体等監査、例月出納検査、決算審査、

財政健全化審査等でございます。実施した監査等

の結果につきましては、議員の皆様にもお知らせ

しているところでございます。 

 次に、歳入歳出決算書について御説明いたしま

すので、決算書の１０５ページをお開きください。 

 ２款６項１目監査委員費の支出済み額は

３,３９０万８,２２４円であります。備考欄をご

らんください。支出済み額の主なものは、監査委

員３人分の報酬、職員４人分の給与費、全国都市

監査委員会会費等であります。なお、歳入はござ

いませんでした。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろ

しく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で、監査事務局の審査を終わります。 

────────────── 
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△議事調査課の審査 

○委員長（持原秀行）次に、議事調査課の審査

に入ります。 

 まず、決算の概要について局長の説明を求めま

す。 

○事務局長（田上正洋）決算附属書の

１８０ページをごらんください。 

 ２７年度は本会議定例会が３回開会されたほか、

台風１５号襲来のため流会となった９月定例会に

変わり、臨時会が１回開会されております。常任

委員会は開会日数が３５日、特別委員会について

は川内原子力発電所対策調査特別委員会が５日、

次世代エネルギー対策調査特別委員会が１日、地

方創生特別委員会が５日、計１１日開会されてお

ります。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（持原秀行）次に、決算内容について

課長の説明を求めます。 

○議事調査課長（道場益男）それでは、決算書

の７９ページをお願いいたします。 

 １款１項１目議会費で支出済み額３億

２,５２９万９,９４８円でございます。備考欄、

１つ目の議会活動費につきましては、議員２６名

分の議員報酬、議員期末手当、議員共済負担金、

費用弁償、政務活動費等が主なものでございます。 

 次に、議会管理費でありますが、事務局職員の

職員給与費、議会だより等の印刷経費、委託業務

といたしまして、本会議及び委員会反訳ほか７件

の委託のほか、出退表示システム機器の更新に伴

う備品購入等が主なものでございます。 

 以上で、歳出の説明を終わります。歳入はござ

いません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（持原秀行）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第１３４号決算の認定について、

平成２７年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算の

うち、本委員会付託分について質疑が全て終了し

ましたので、これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。本決算を認定すべ

きものと認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

 以上で、議事調査課は終わります。 

 それでは、当局の方々は退席されて結構です。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△委員会報告書の取扱い 

○委員長（持原秀行）以上で、日程に全ては終

わりましたが、委員会報告書の取りまとめについ

ては、委員長に一任いただくことに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（持原秀行）以上で、総務文教委員会

を閉会いたします。大変御苦労さまでした。 
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